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「ＲＤ問題 滋賀県と周辺自治会の皆さんとの話し合い」の概要

日 時：平成２４年１２月 ６日（木） １９：００～２１：３５

場 所：栗東市コミュニティーセンター治田東

出席者：（滋賀県） 北村部長、藤本管理監、中村課長、岡治室長、井口参事、

伊藤主幹、平井副主幹、松村副主幹

※コンサル３名

※工事業者２名

（栗東市） 武村部長、井上課長、太田係長、梅田主事

（連絡会） 赤坂、小野、上向、中浮気団地、日吉が丘、栗東ニューハ

イツの各自治会から計２０名（北尾団地自治会：欠席）

（出席者数 ３７名）

司会：皆さん、こんばんは。それでは定刻になりましたので、ただいまからＲＤ事案に関

する周辺自治会の皆様方との話し合いを始めさせていただきたいと思います。

それでは話し合いの初めに当たりまして、琵琶湖環境部長の北村から御挨拶を申し上

げます。

部長（滋賀県）：皆さん、こんばんは。今日は、大変寒い中、話し合いにお集まりいただき

ましてありがとうございます。

産廃特措法関係のいろいろな手続でございますが、おかげさまでこの１１月２７日に

お手元のほうにお配りされているかと思いますが、栗東市さんから意見をいただいたと

ころでございます。こちらに書かれておりますことを県としてもきちんと守っていきた

いというふうに考えております。また、審議会のほうも、今、手続を進めておりまして、

近日中に御意見をいただく手はずとなっております。

本日は、議題としまして一次対策工事の進捗状況について、清水建設さんのほうから

御説明いただきます。それから、Ｄエリアにおける掘削完了の確認について、そして連

絡協議会の考え方についてということで、こちらの考え方、あくまでもたたき台といい

ますか、これでいかがでしょうかということで、いろいろと御意見あろうかと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。これで絶対やるんだとか、そういう形じゃな

いので、いろいろなやり方があると思いますので、御意見をお願いしたいと思います。

簡単ではございますが、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日もよろしくお願いいた

します。

司会：初めにお断りをさせていただきます。いつもどおりですが、一つ目、県、市とＲＤ

問題にかかわる周辺自治会の皆様方とのお話し合いなので、傍聴の皆様方からの御発言

は受けないこととさせていただきます。

二つ目、会場の使用時間の関係で、２１時３０分までとさせていただくこと。
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以上、２点について、よろしくお願いいたします。

また、本日、このコミュニティーセンターにおきまして、太鼓の練習をされる方がい

らっしゃいまして、ちょっと音がするかもしれませんけれども、申しわけないんですが、

御容赦いただきますようお願いいたします。

本日、資料を御用意しております。御確認ください。まずは次第、Ａ４の白黒片面刷

り１枚です。それと資料の１といたしまして、Ｄエリアにおける掘削完了の確認につい

て、Ａ４の両面カラー刷りのものが１枚、資料２といたしまして（仮称）ＲＤ最終処分

場問題連絡協議会の考え方についてというＡ４の片面白黒刷りのものを１枚、以上３枚

の資料を用意しております。

資料が足りないという方はいらっしゃいませんでしょうか。

ありがとうございます。それでは、次第により話し合いを進めさせていただきますの

でよろしくお願いいたします。

最初の議題ですが、一次対策工事の進捗状況についてということで、清水建設株式会

社の方から御説明をお願いいたします。パワーポイントで、プロジェクターを使って説

明させていただくということで、○○自治会、○○自治会の方には申しわけないんです

けれども、空いている席に適宜移動して見やすい位置に座っていただきますようお願い

いたします。

では、清水建設様、お願いいたします。

清水建設：改めまして、こんばんは。清水建設の○○と申します。

それでは、これより一次対策工事のこれまでの工事進捗状況について、御説明いたし

ます。報告期間は工事着手以来、昨日１２月５日までの情報として、代表的な写真等を

交えて御説明させていただきます。

まず、一つ目ですが、現在、着手前の状況と現状のほうを説明していきます。まず一

番上のほうにある写真ですが、これが我々が乗り込んで、奥にちょっと防音シート等の

仮囲いがありますけども、これが着手前の全景となります。

それから、その下が掘削前、いよいよこれから掘削にかかろうというところの状況の

写真ということで、ちょっとワイド写真になっていますので湾曲しておりますが、こう

いった形でここに洗車場がありまして、その奥にちょっと見えにくいですけど、前処理

施設ということで準備が整ってこれから工事を始めようということになっております。

次に、これが、１１月１５日、ＣとＤ区画の掘削を始めます。この写真のほうにござ

いますこちらがＣ区画、Ｄ区画ということで、平面図で言いますと、いつも見学に来て

いただく我々の情報公開室、見学ステージがちょうどこのあたりになるんですが、そち

らから見て右手にあるのがＣ区画、そして手前にあるのがＤ区画ということで、このＤ

区画が今回ＶＯＣsで全量撤去ということで、１０メートル掛ける１０メートル深さ３メ

ートルで、今回、掘削を行っております。

今、現状としましては、Ｃ区画のほうが全量の掘削が終わりまして場内のほうに仮置

き、それからＤ区画に関しては、ＶＯＣsの含まれるであろう土は全て場外搬出というこ

とになっております。

それから、さらに廃棄物の掘削の状況が進みまして、１１月１９日から１１月２３日、
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こちらのほう、引き続きＣ、Ｄは掘削を行っておりましたが、Ａ区画のこの赤い部分、

この部分に土手がございまして、その土手の部分を先行して掘削を行いました。

それから、１２月５日現在ですけども、その後、１１月３０日からですが、Ｃ、Ｄに

つきましては継続して掘削をしておりますがＡ区画のこの赤く塗られた部分、この部分

がゼロからマイナス２．５メートルで掘削を開始しております。今日現在も、このあた

りを掘削しておるような状況であります。ちょうど、写真のほうで言いますと、この部

分が今、赤く塗られた部分、この奥が先ほど説明いたしました土手の部分ということで

ございます。

それで、先ほど説明いたしましたこの土手の部分、これが掘削初めの写真でございま

す。まず、切り初め、この奥から切り初めます。この赤い部分です。この先端の部分か

ら広い部分からずっと順番に掘っていったんですが、ずっと、比較的おおむね良質な土

砂の中に、ちょっと一部こういったシート、あるいは大型土のうであろうかと思うよう

なシートが一部含まれておりました。こういう形でビニール系の廃棄物があったんです

が、おおむねこういった形で非常にさらさらとした砂のようないい土が出てまいりまし

た。ここの土に関しましても、全て場内仮置き場のほうに移動しております。

それから、先ほど言いましたもう一つのＡ区画の掘削部分、この赤く塗られた部分で

すが、こちらのほうの掘削が１１月３０日から掘削を開始しております。こちらのほう

は、今、ここに仮置き場のところをちょっと映しているんですが、こういったナイロン

系の廃棄物が、当初たくさん出てまいりました。これが、今現在掘っている状況ですけ

ども、こういった形で、大部分は土ですが、その中に先ほどのようなシート、ビニール

というような混合系の廃棄物が混じっております。ちょっと色の濃い部分という、黒っ

ぽいなあと見えたところは、よく見るとちょっとシルト粘土系の土であろうかなという

ような状態で色が若干黒っぽく写っているというところです。

それから、これは今、スタートラインのところの、のり切りをずっとしているんです

が、こういった形でビニールとか塩化ビニールパイプとかそういった建設廃材系のよう

なものも多数出てまいっております。この辺は、今ちょうど、固まってそういったもの

が出てきたところです。

それから、今、Ａ区画の掘っているところ、少量ではありますけども、医療系の廃棄

物であろうと思われるものが、こうやって手で拾える程度ですが出てきたということで、

掘削している間、当社の職員も含め、対策室さん、それから選別の判断をしていただけ

る管理の方がついていただいて、常時、こういったものが出てくると拾い上げて確認し

ているというようなことで工事を進めております。若干、こういった廃棄物が出てきて

いるということです。

それから、Ｃ区画ですが、Ｃ区画につきましては、先ほど申し上げましたように、見

物ステージから右手奥、ちょうど現場のゲートの入口のところですが、こちらのほうの

掘削が、先ほど申し上げましたように１１月１５日から掘削を始めました。こういう形

で、廃棄物、土のほうがちょっと多目かなという形ですが、まばらに廃棄物が混ざって

いるという状態です。これもそうですね。ちょっと土とがれき類ですね。コンクリート、

アスファルトといったものが多数、見受けられます。それから掘っていきますと、中に、

我々のレーダー探査でも映っていたんですが、こういった木のくずといいますか、木く
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ずが多数、固まって出てくる部分もございます。それから、これもがれき類です。コン

クリートの塊であったりとかいうようなものが多数入っております。

それから、掘っていきますと、これは２．５メートルから５メートル掘っているとこ

ろで何か木製の板のようなものが出てきまして、これを見ますと何か家具か何かの戸板

みたいな木製のものが出てきて、何か特別なものではないかというのがわかります。

それから、これがおおむね５メートル掘ったときののり面の状況等ですが、こういっ

た形でおおむね土がございまして、廃棄物がまばらにあると。この辺の白いものは石で

あったりとかコンクリートガラであったりとかいうところでございます。こちらのほう

の白っぽいところのがらの細かいものであったりとか、それからちょっと白色に変色し

ているような土もございますけども、この辺に舗装版がありまして、その下からまた舗

装が出てきたりということで、ちょっと土がサンドイッチになっていたりというような

形で一部出てきたところもございます。こちらのほう、先ほど見た白い法面がここで、

それのすぐ隣ですけども、こういった形でがれきがぱらぱらっとちょっとあるような形

で、ちょっとさらさらとした土が敷き詰めております。

その反対側、先ほどの反対側、見学側のほう、ちょっと粘土系の黒い土が出ておりま

す。特に、においといもございませんでした。判別の判断で、とりあえずこの辺のやつ

は、廃棄物置き場、仮置き場のほうに移動しております。これも反対側ののり面ですね、

土気とがれきが多少まざっているものがある。先ほどの白っぽいところの全景ですけど

も、こういった形で舗装の下に砕石のような形で入っているというところでございます。

それから、次にＤ区画、ＶＯＣs混じりの土、全量撤去の範囲ですが、こちらのほうの

掘削を始めました。これが１１月１５日からということで掘削を始めました。

Ｄ区画、まずこのＣと書いてありますが、これちょっとすみません間違えています。

Ｄ区画のこの真ん中１０メートル掛ける１０メートルそれの３メートル、これを２回に

分けて掘りました。ゼロから１．５メートル、１．５から３メートルという形で掘りま

した。これが、断面をアップにしたところで、比較的このＤ区画は廃棄物がたくさん埋

まっておりました。こういったビニールとか、私たちはPPロープと言うんですが、ビニ

ール系のロープであったりとかこういう番線のような針金のようなものが、そういった

ものも出てきています。これがペール缶です。１８リットルか２０リットルぐらいのペ

ール缶で、中に黄色い固化したものが詰まっております。これを、私らが見ますとちょ

っとボンドの固まったようなものというふうな形で見えたんですが、一応これも選別し

て仮置き場のほうに移動しております。

それから、ずっと掘り進めていきますと、こういった形で木くず等もたくさん出てま

いりましたが、その中にこういったブルーシートも出てきたということで、ここも混載

の廃棄物がたくさん埋まっているような状況でございます。これは、家屋か何か解体さ

れたときの梁とかそういった柱とかいうような木材関係、こういった形で掘っていきま

すとかなり大量に出てまいりました。

それから、さらに掘り続けていきますと、こういった黒っぽい土が出てきたんですが、

これも特にこの時点で作業していましても、ＶＯＣs関係の有機系のにおいがあまりしま

せんでした。土もシルト粘土系の土であるというのがわかりました。これが大方３メー

トル付近まで掘ったときに集積した土でございますけれども、細かい木くずであったり
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こういった石あるいはブロック、それからコンクリート、アスファルトといったがれき

類も混じって出てくるようになりました。

先ほど申し上げました廃棄物の仮置きですが、場内で仮置きしているところは、ちょ

うど真ん中の広い場所、こういった形でダンプで運びまして、下にブルーシートを敷い

てその上にダンプアップして山をつくっていると。ちょうど、事務所で皆さん見学に来

ていただく、見学施設がこの辺にあるんですが、ちょうどそれの左手奥ということで、

このエリアに今、廃棄物を置いています。

それから、これは準備工事の様子ですが、これは、ＮＯ．１、ＮＯ．２の２カ所の井

戸を掘ったときの様子です。これ、ちょうど写真はＮＯ．２の井戸ですが、今、井戸が

掘り終わりましてポンプがセットされて、今、上部はこういう形で井戸の上は蓋がされ

ております。ちなみに電気工事につきましては、まだ今現在、未施工ということになり

ます。場所は、ＮＯ．１の井戸がちょうど一番低いところ、北尾団地の近くのほうにな

ります。それからＮＯ．２、先ほどクレーンの建っていた写真の場所が、ちょうどここ

に事務所それから見学ステージがあるところですが、それの後方に井戸があるかなと思

います。

それから、環境対策として、これちょうどこのトラックが、場外へ搬出する大栄環境

さんのトラックです。ちょっと見にくいんですが、ここに天蓋といいまして蓋がついて

完全密封していると、ＶＯＣsの土砂を運ぶという車両になります。これが積み込んで出

る際に、ここの洗車場で前から順番にタイヤを洗って車両に付着した粉じんを落として

場外に出るということで、これ今、洗浄作業をされているところです。ちょうど、もう

今一番後ろのタイヤを洗われているところです。ということで、これがちょうどこの見

学ステージのすぐ後方にございまして、ここで洗浄しているという作業になっています。

次に続きまして、これが北尾団地側のほうに、ちょうど風が北尾のほうを向いてよく

吹きますので、こちらのほうに粉じんを抑えるためにミスト散水をしております。ずっ

とミストを噴霧して粉じんを少しでも抑えるということで、この今の赤のラインを引い

たところで、作業中に霧のようなものを起こして、ほこりが上へ舞い上がるときにその

水にほこりが付着して少しでも抑えるというような形で、ミスト散水を行っております。

それから、この敷き鉄板の上をダンプ、トラックが走る、走路といいますけども、こ

ちらのほうにも、やはりどうしても土が落ちて踏みつけて乾燥してきますと、またほこ

りになるということで、ここの作業員が逐次、鉄板の上を清掃して粉じんの抑制に努め

ております。こういった形で、これは雪かきのスコップですが、こういったものを使っ

て鉄板の上を掃除して土砂を除けているということです。これが、先ほどの廃棄物の仮

置き場ですが、こういった形で作業終了、休日等はこういった形でシートをかけて粉じ

んが舞い上がらないように処置をしております。

それから、管理区域、作業のエリアは管理区域ということで、仮囲いで囲っておりま

す。車両の出入口も常時、こういう形で閉めております。ここに警備員が１名立ってお

りまして、出入りする車両は、いつも警備員のほうに何時にどういった車が来るという

連絡をして、その車両だけが出入りするというのを管理して、常にここの位置には警備

員が立っています。その立っている位置が、ちょうどここです。皆さん、来ていただい

たときに車をとめていただくすぐそばに、現場への出入口があるんですが、こちらのほ
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うに常時、警備員が立っています。

それから、これは周辺環境モニタリング計測装置ということで、騒音・振動・粉じん、

これを２４時間監視計測しております。それから、ここで計測されたデータは、皆さん

が見学に来られたときに御案内する情報公開室のこの２台のパソコンのほうにデータを

保存しております。そこからグラフなり計測データを閲覧していただくことができます。

この騒音・振動・粉じん測定器は、ちょうど最も住宅に近い境界付近に設置してありま

すので、北尾団地のすぐそば境界付近、ちょうどここで掘削しておるんですが、ここが

始終ダンプ等が回ってきまして、重機がここで作業しているということで、最も住宅に

近いエリアを選びまして、ここで測定を行っております。それから、計測データの収録

装置があるのが、この情報公開室ということです。

それから、交通対策としまして、一般道路が過積載で走行することが咎められますの

で、出る際に、こういった大栄環境さんの場外搬出のトラック、こういった形で毎回ト

ラックスケール、ポータブルの簡易トラックスケールですが、車両の重量を測って過積

載をしてないか管理をしております。これがちょうどトラックスケールに載せて、今、

計測している様子でございます。これが記録してここからプリンターに印字されて出て

くるんですが、これの下に、今、タイヤで踏んづけているのがそのトラックスケール、

計量機ということになります。

これが交通誘導員、常時ここにも交通対策として、ちょうどこの手前が県道５５号線

になりますので、こちらからここへずっと現場まで進入しますので、ここに警備員を立

てて交通誘導を行っている。この警備員にも、入ってくる車両については逐次連絡をし

まして、毎朝、確認させてその出入りを管理するというようなシステムになっておりま

す。その警備員の立っている位置がちょうどここです。

我々土木工事、今回、掘削それから積み込みといった作業を請け負いましてやってお

りますが、特殊な環境で作業しますので、我々自身も含めなれない部分もございますの

で、対策室さんそれから管理者の皆さんから御指導いただいたことを、こういった形で

関係作業員、皆、集めて勉強会を開いております。そこで、決められたルールそれから

こういった今のここの防護服の取り扱いについては説明をやっているんですが、こうい

った形で、従業員にも周知徹底をして安全に健康被害を起こさないようにということで、

勉強会をやっております。

簡単ではございますが、以上で、現在までの掘削工事の作業内容について御説明をい

たしました。どうもありがとうございました。

室長（滋賀県）：すみません、今、現況を清水建設さんから報告いただきました。

ＤエリアのＶＯＣsの高いところについては全て出しているということでございますし、

あとのＣエリアと今掘りかけましたＡエリアにつきましては、そこターゲットはドラム

缶ということですけども、それも含めて探しているものについては、今のところ出てな

いという状況です。掘っているとき、先ほどちょっと少量の医療系の廃棄物が出ました

けども、常に、重機が土を掘るところには清水建設さんの職員の方、それと建設技術研

究所の方と、県の職員は常時２人現場に張り付いておりまして、掘るところ掘るところ

を見ながら慎重に掘削を進めてもらっております。
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掘っているところ、ドラム缶は出てこないですけども、掘ったら他のところに黒いも

のが出てきたりというようなことがありますと、慎重に、それにつきましてはちょっと

除けておいたりしております。

Ｃエリアで若干、黒い土が出てきましたが、黒いなということでちょっと別のところ

に置いていたんですけども、嫌気発酵しているのかということで、空気にあたってすっ

と白く、粘土質なもので空気が通りにくいということで嫌気発酵していたのかな、とい

うようなところでございますし、今のＡエリアにつきましても、先ほどちょっとお話あ

りましたとおりちょっと黒いところがございます。それもＣエリアも含めましてＶＯＣs

の簡易な検査もしながら、あるいは油のにおいがするかにおいをかぎながら見ておりま

すが、そういうものではない黒いものがありますので、そういうものについては、慎重

に他のものとちょっと別に置きながら、どういうものかなということで見ておるような、

そういうようなことで、関係の方々と協力しながら慎重に掘削を進めているという状況

でございます。よろしくお願いします。

司会：それでは、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。

住民：非常にきっちりと安全面も配慮されて手順を踏まれて慎重にやっていただいている

という様子がよくわかったんですが、Ｄエリアで、あれは最初、試掘したときに猛烈な

においですね、本当に気分が悪くなるような非常にひどい状況だったんですけど、先ほ

どの御報告では、ほとんどにおいがなかったというような内容でございまして、これは

どういうことなのか、一旦掘った後で全部そういったにおいのものは飛んでしまったと

いうことでしょうか。

室長：先ほどのやつは、先ほども私もちょっといいましたけど、黒い土が出てきたやつに

ついては、特に油臭はしなかったと。Ｄエリアは、においはしています。シートをはが

す前に簡易なガスの検査をしていますと、検出はされています。Ｄエリアでも全く黒く

なくて何もにおいがしないところと黒くてにおいがするところがあって、試掘したとこ

ろがまともに濃いところが当たったのかなという感じがしていました。Ｄエリアが全部

真っ黒けということでもなくて、筋に黒いＶＯＣsが残っているものがあったとかなと。

これについては、全部、重機で掘削したら直接さっき見ていただいた天蓋車に乗せてふ

たをして密閉等して、運んでもらっているということで、においはしていました。

清水建設：先ほどの説明で、私ちょっと言葉足らずで申し訳ございませんでした。

Ｄエリアにつきましては、掘っている最中、やっぱりちょっと若干においはしており

ました。掘った後、毎日シートをかけて養生するんですが、次の日、作業前に作業員の

安全を確認するというのを含めまして、先ほど室長が申し上げられましたような検知管

で測りますと若干の反応を示すということで、シートをめくったときもやっぱりにおい

はしておったんですが、作業を開始してシートを全部めくってしまうと、ガス管ではち

ょっと感知できない濃度になりまして、吸ってもやっぱりにおいは若干残ると。先ほど、

御説明した中でにおいがしてなかったというのは、掘削終わった後、ちょっと法面に残
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った黒い土の部分がにおいしていませんでしたということでした。申し訳ございません。

住民：それで、Ｄの場合は、この工事の工事情報、毎週いただいている内容で１２月８日、

日曜予定のところは掘削が完了したということですね。条件によってまた追加されるか

もわからないと。つまり１０メートル四方の深さ３メートル、３００立米は全部もう掘

り上げたと。で、処理場へ全部運んだということですね。

室長：そうです。

司会：他、ございますでしょうか。

住民：要は、その後なんですよね。その後、どのように調査されるんですか、その掘った

後。

室長：それが今の、今日の次の議題。

住民：この次の議題ですね。僕が心配するのは、掘ってみて、もっと出るだろうと思って

みればこんな状況やし、これ本当に地下水良うなるのかと。次の議題終わってからでい

いですよ。そっちのほうが問題かなと、僕は思っています。これで本当に地下水が良く

なるのかと。目的がそれですから。

住民：ドラム缶がターゲットだって言っていたけれども、ドラム缶に有害物を詰めて埋め

たっていう証言もないことはないんですけども、バキュームカーで直接地中に垂れ流し

たという証言もありましたよね。そうなった場合、その地中の中で拡散するのかなあと

いう気がするんだけども、さっき黒いにおいがするところがあったっていう場所は、ど

ういう地層だったのかわかりますか。

つまり、下にそれこそコンクリートとかがあって、その上に汚れたにおいする土があ

るなら、それはあり得るかなと思うんです。上から流し込んだときに、そこへ止まって、

いわゆる土の中に箱のような形ができて、そこにたまっていたという。だから、有害さ

を疑わせるものが、地層のどういう状況であったのかということを、もし把握していた

ら教えていただきたいんです。

室長：Ｄエリアは、においしていたので取っています。あとのところで出たのは黒いとい

うことで、特ににおいがしているものではないです。ただ黒かったので、ちょっと他の

ところに別に置いておりまして、ＶＯＣsの簡易検査をしたり、あるいはｐＨを測ったり

ということをしていますが、特に出てないと。においはしてないです。場所によって違

いますけど、そこに層になったというようなものではないです。この辺が黒いなという、

横に広がっているというものじゃなくて、という状況です。

住民：そうすると今後もどういうようなとこにどういうものがあるのかを注意していただ
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けると助かります。

室長：はい。注意しながら、慎重に。

住民：ＶＯＣsの測定の結果は余り出てないということなんですよね。夏と冬と当然、違う

と思うんですよね。試料の温度は何度だったかということと、当然、測るものが温度が

低ければ出ないよね。だから、実際にあっても出ないということだったんじゃないかな

と思うんですね。

室長：あまり出てないというか、他のところでは全然出てないということですので、ちょ

っと温度は。

住民：そんなもん試料を冷やしてれば出ないですよ。

課長（滋賀県）：地中の中ですから、ものすごく低い温度とかいうことはないと思いますし、

全く低い温度だったら全く出ないという話じゃないと思うんです。低い温度だからない

とは。

要するに、例えば、テトラクロロエチレンですと沸点７０度ぐらいですから、非常に

揮発しやすいですから、多少、温度が低くてもこれは出てきますので、注意してやらせ

ていただきますけれども、後ほど、この簡易調査方法を言いますけども、それは温度を

一定にして溶出試験やっていく方法ですので、そこらあたりについては、配慮させてい

ただきたいと思っています。

住民：ちゃんと出る環境で測ってもらわないと、極端に冷やしてれば、今のＶＯＣsの種類

によっても多分。

課長：ですから、一番、沸点が低いものでも７０度ぐらいですので。

これは、例えばマイナス何十度とかいうところやったら別ですけども、今の我々の鼻

の感覚、非常に敏感ですから、鼻でかいでしかも検知管でやっていますから。そのとこ

ろは大丈夫だと思いますし、さらにおっしゃるとおり気をつけたいと思います。

住民：何かちょっと、この冬の環境では出ないんじゃないかなと、素人的にいうとそう感

じますけど。

課長：御存じのように、あのＤ区域で我々が探知したのは３月でしたね、３月の大変寒い

ときでしたね。私、ジャンパー着て行った覚えありますけども、ああいう低い温度でも

我々の鼻は感知いたしましたので、そういうレベルのものだというふうに御理解いただ

ければと思いますけど。

住民：ちょっとあまり理解できないんですけど。はい、わかりました。
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住民：ちょっとお聞きしたいんですけど、ＶＯＣsですけど、ベンゼンはにおいしますよね。

トリとかテトラは無味無臭みたいな感じがするんですが、どんなにおいするんですか。

課長：いえいえ。テトラクロロエチレン、昔、こういうスーツをクリーニング出されまし

たよね。そうするとビニールの袋に包んで返ってきませんでしたか。スーツとかズボン

とかドライクリーニングに出されますよね、そうするとビニール袋に包んで返ってきた

と思うんです。そのビニールの袋をぱっとあけたとき、ぷんとにおいがしますよね。あ

れがテトラクロロエチレンです。つんと鼻に来るようなにおいです。今、Ｄ区域で出て

きているというのは、まさにテトラクロロエチレンです。我々の鼻が感知したのは、テ

トラクロロエチレンのにおいです。ですからテトラクロロエチレンとかトリクロロエチ

レンは明らかに、においがございます。無味無臭ということではございません。

住民：ぷんとするというか、どういうにおいですか。

課長：つんと鼻に来るような。

だから、記憶思い出していただくとするならば、先ほどのビニールの袋を開けたとき

につんとするようなにおいなんですが、近いとすれば、クロロホルムって皆さん、御存

じかもしれないですけど、あの系統のにおいです。麻酔に、今使ってないですけど、昔、

麻酔に使っていたクロロホルムですね、その系統のにおいです。

住民：わかりました。

住民：掘削終わったところ、ややこしい区域は終わったということで、他も逐次終わって

いくんですけど、この前、現場でも聞いたんですけど、「埋戻しをどうするんですか。」

って聞いたら、「良土で埋める。」っていうことなんですが、それでよろしいんですか。

室長：良土で埋めます。

住民：それで、ちょっと気になっただけなんですけど。以前、深掘りの穴のときは、掘削

してそのままを埋めてしまったという状況でしたね、埋戻しする前は。掘削したまま。

今度は、良土で埋戻ししますよと。第二次対策、今度、次にやるんですけど、それは分

別してふるいにかけて適切なやつを埋戻ししましょうと。何かちぐはぐとは言いません

けど、これはどういうふうに整理したらいいのか。何で良土埋めるんかなあと。だめで

すよという意味じゃないです。

室長：後で選別施設つくって、掘ったやつを選別しようと思って、今、仮置きしています。

今の良土で埋めるというのは、全部、今掘ったところを良土で埋めるというわけじゃな

くて、一部、ＤエリアとかＣエリアは、今後、すぐに埋めて通る必要があるので、今、

埋めるものというと掘った土を埋め戻すというわけにはいかないので、先ほどＡエリア
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の奥の土が盛ってあったところでさらさらな土が出てきたのがありましたけど、あの辺、

分析して大丈夫やったら埋めたいというたことも考えておりますし、どこかの公共工事

で出た残土を検査してもってきて埋めるというところもありますし、先ほど言われた、

後で埋めてもいいところ、今すぐに埋めないところについては、選別施設で選別したや

つを埋める場所も出てくるかなと。奥のほうで、特にすぐに埋める必要のないところに

ついては、そういうところも出てくるかなと。Ｄ、Ｃエリアはすぐ埋めたい。あそこを

埋めてしまわないと、ちょっとなかなかとりまわしが悪いというところで、やっていこ

うかなと思っています。

住民：はい、わかりました。

もう一つ、これも現場でお聞きしたんですが、先ほど説明あった１号、２号の汲み上

げ井戸、この目的はどういうことなんですか。まだ動かすまで間がまだあるみたいなの

で、二次対策の関係もあるのかなあと。その辺をちょっと聞かせてもらえますか。

室長：地下水汚染のルートとしては、汚染された浸透水が外へ出ていっているということ

がありますので、できるだけ早く汲み上げて浄化してということを考えているのと、当

然、二次対策も一生懸命あれを汲み上げて、浸透水の水位を下げて工事をやっていくと

いうことで、今の井戸を活用していきたいと思っています。

住民：一次対策の今の工事中も汚染するであろう雨水や何か汚染するであろうという前提

でもつくっているわけですね。そんなんはないんですか。

管理監（滋賀県）：一次対策については、前も御説明したと思うんですけども、一応こうい

う有害物でわかったところはとにかく出しましょうと。さらに水処理施設が、既にある

部分については、もっと汲み出せる容量がございますので、その容量を使わないのはも

ったいないので、どちらにしてもできるだけ汲み出したほうがよいのはわかっていただ

けたと思うので、その容量の残りをフル活用して、一次対策においても汲み上げの対応

をするという形で考えておりますので。今の工事自体はほとんど影響のない上の部分で

すので、それで濁水が起こるというようなために掘っているということではございませ

ん。

住民：せっかくのことですし、大分先になりそうな感じでしたので、動かせるものやった

ら、早くもう設置できたらという状況ですので。電気工事はまだということで、電気工

事やったら急ぎで、この処分場は地下汚染というものが続いているので、緊急対策して

地下汚染というのは、ずっと我々要望してきたということなので。一刻も早く、一日で

も早くしてあげたほうがいいんではないかと思いますけど、よろしくお願いします。

管理監：はい。できるだけ早く。さらには２４時間運転してやりたいと思っていますので。

司会：他、ございますでしょうか。無ければ、次の議題に移らせていただきたいと思いま



- 12 -

す。

副主幹（滋賀県）：手元の資料、資料１でございまして、２番目の議題、Ｄエリアにおける

掘削完了の確認について説明いたします。

Ｄエリアにつきましては、現在、ほぼ掘削が終わっておりまして、ク―５というメッ

シュの中の１０メートル×１０メートル×深さ３メートルについては、ＶＯＣs（テトラ

クロロエチレン、トリクロロエチレン、シス―１，２―ジクロロエチレン、ベンゼン）

が環境基準ないしは、埋立判定基準を超過して出ておりますので、この基準超過してい

るのが判明している１０メートル×１０メートル×３メートルのメッシュが掘削を終了

し、それですと３メートルほど絶壁ができてしまいますので、ちょっと安定勾配を四方

につけさせていただくという工事になります。この安定勾配ができた時点で、Ｄエリア

というのは掘削が完了するわけでございますけども、資料の確認調査の目的の中でござ

いますが、それの本文の２行目から読ませていただきますと、この範囲の掘削が終了し

た後、この範囲を超えてここの当初、Ｄエリアの汚染の原因でありますＶＯＣsが基準を

超過している廃棄物土がＤエリアを超えて広がっていないかということを確認するため

に、掘削を終わったＤエリアの掘削面（底面と側面４方向）につきまして、廃棄物土を

まずは目視で確認いたしまして、対象物質であるテトラクロロエチレン等を調査するこ

とにより、基準を超過して汚染が広がっていないかどうかというのを確認することを、

この調査の目的とします。

確認調査の方法ですけども、３つやります。まずは試料の採取の方法ですけども、こ

れはちょっとこういう御提案させていただければというふうに思っております。まずは、

掘削終了後、間もなく終わる予定でございます。底面はほぼ見えておるんですけど、側

面はまだ安定勾配がついておりませんので、これをつけてからという形になります。底

面及び側面４方向の計５地点で調査を実施いたします。

続きまして、各面の試料の採取の方法は、次のとおりにさせていただきます。

下図１、四角のエリアＤの面がございますけども、それを見ながら聞いていただけれ

ばと思います。まずは各面を目視により、県及び住民の方の代表の方双方で、確認をす

るという形になります。もう既に処分してあるんですけども、当初、ＶＯＣsとか非常に

高くて、試掘のときかなりにおいがしたという黒色の土等が見られるなど、明らかにち

ょっと周辺の土などと違う周辺の地層など違う性状のものがあった場合、ちょっとＶＯ

Ｃsが要はエリアＤを超えて基準超過が拡がっていると思われる領域については、下の図

にあります目視で基準超過が疑われる領域の中心点あるいは代表点といったところでサ

ンプリングをさせていただくという形になります。この図は、仮の領域ですので、実際、

このように広がっている、現在、このように広がっているという目視で確認できるよう

な領域が広がっているというわけではございません。これはあくまでも想定図でござい

ます。

こういった領域がない場合は、底面ないしは側面の中心部付近でＶＯＣsが超えてない

かどうかという土壌をサンプリングするという形にさせていただきます。この試料の採

取地点は、５方向とも現地で県及び住民の代表の方々と双方の御了解の上で、決定させ

ていただくという形です。



- 13 -

地点が決定した段階で表層は揮散してなくなっている可能性がございますので、その

地点から深さ、底面ですと深さ５０センチ方向、側面ですと垂直に５０センチほど掘り

進んだところの土壌をサンプリングして、分析の用に供するという形になります。

それで、試料の分析の方法でございますが、通常ですと土壌溶出試験ということをす

るわけですけども、それですと最低でも２週間程度結果が出るのに時間がかかってしま

います。この場合、掘進の決定がそれまでできないということになってまいりますので、

その結果を素早く出すために簡易測定法というのがございまして、それでやらせていた

だくということになります。簡易測定法につきましては、ちょっと裏の面のちょっと薄

い印刷で申し訳ないんですけど、これになります。まずこれの説明をからさせていただ

きますと、これは土壌溶出試験すなわち公定法にあります土壌の溶出試験と似たような

形になっているんですが、まずは５００ミリリットルの瓶に土壌のサンプル、先ほど説

明で選びました調査地点でサンプルしました土壌のサンプル、これを石・礫とか廃棄物

とかそういった大きなものは取り除いた上の土壌サンプル２０グラム量り取りまして、

その２０グラムを全部、瓶の中に入れると。ここに蒸留水、純水を２００ミリリットル

加えまして、１分間振とうします。１分間振とうというのは、図の中、ちょっと薄いん

ですけども、左上のほうに書いてあるものです。これを１分間振とうした後、２分間静

置します。２分間静置した後に、検知管、この検知管は下の表「検知管について」とい

うところに書いてある表がございますが、この３種類の物質に対しての検知管で分析す

るという形になります。その検知管の数字を読み取り、それに係数を掛けることによっ

て、水中に溶出したＶＯＣsの濃度がわかるという方法でございます。これによって、測

定できる範囲は、テトラクロロエチレンが０．００５ｍｇ/Ｌから０．０７８ｍｇ/Ｌで、

トリクロロエチレンにつきましては０．００７ｍｇ/Ｌ以上を測ると、シス―１，２―ジ

クロロエチレンにつきましては０．００７５ｍｇ/Ｌ以上を測るということになります。

そこを注意していただきたいのはトリクロロエチレンとシス―１，２―ジクロロエチレ

ンは検知管が同じになりますので、共存している場合は、両方環境基準以下であっても

同じ検知管かかりますので、基準以上というふうな形で出てくる可能性がございます。

その場合であっても基準以上のものについては、基準以上と取り扱うことになります。

すみません、ちょっと表に戻っていただきまして、そのガス検知管を利用した溶出試

験で確認をいたします。対象物質は、先ほど言いました４物質のうち３物質で、テトラ

クロロエチレン、トリクロロエチレン、シス―１，２―ジクロロエチレン、この３種類

です。これらの物質が、係数を掛けた上で基準を超過していることが判明した場合は、

すぐにそこから１メートル程度掘進をしていくという形になります。これ、領域が明ら

かに、何か黒いとかそういった他の周りの土と性状が違う場合は、その領域を１メート

ル程度掘進します。領域が確認できない場合は、その周辺でもう一度をサンプリングを

した上で、基準を超過していない範囲で囲われた区域につきまして、１メートル程度掘

進するということになります。その地点につきましては、各側面の境界と基準を超過し

た場所の中点付近という形で、順番に範囲を狭めていくという形で絞っていくという形

になるかと思います。

その決められた領域を１メートル程度掘進して、掘進した後のここの面、底面ですと

下、側面ですと横の土をサンプリングして、再び同じ簡易溶出試験を行っていきます。
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これ基準以下になるまで掘進していきます。掘進していった土につきましては、エリア

Ｄの中の土と同じでエリアＤのク―５の１０×１０×３メートルの範囲の土と同様、Ｖ

ＯＣsが高い土として産業廃棄物として処分するという形になります。基準以下のところ

につきましては、一応、そのテトラクロロエチレンとトリクロロエチレン、シス―１，

２―ジクロロエチレンについては、基準以下であればその３つについては大丈夫であろ

うというふうに判断します。

ただちょっと、この簡易溶出試験で測定できない物質がありまして、ベンゼンがある

んですが、ベンゼンにつきましては、公定法である土壌溶出試験をしまして、一応、そ

れまでその結果が出るまでは仮置きと、ベンゼンが環境基準以下であれば、それで掘削

は終了という形になります。仮に、ベンゼンが基準を超過した場合は、テトラクロロエ

チレン等の３物質が基準を超過したときと同じように扱い、さらに掘進を進めるものと

いう形になります。という方法で、Ｄエリアの各面においてＶＯＣsが基準を超過して残

っていないか、広がっていないかということを確認した上で、掘り止めを確定していき

たいというふうに考えております。

以上でございます。

司会：今の点につきまして、質問等ございますでしょうか。

住民：今、御説明ありましたちょっと幾つかあるんですけども、裏のページに測定基準、

この字がほとんど判読も不可能なような字もありまして、一番最初、これ「排水」と書

いているんですか、①。

副主幹：すみません、「排水」と書いてあるんですけども。

住民：排水２２０ｍＬて何のことですか。

副主幹：申しわけありません。すみません、ちょっと「排水」というのは、この方法です

けども、排水中のテトラクロロエチレンなんかも分析、この方法でできるので、排水と

書いてありますけど、すみません。

住民：先ほど、口頭で言われたその内容でいいわけですか。純水で。

副主幹：そういうことです。土壌の場合は純水で調べると。

住民：質問に移らせていただきますけれども、まず、掘削面を目視でどうも怪しそうだ、

疑わしそうだというところを見て、そこを調査すると、確認するということですが、そ

れはちょっと主観的過ぎて、そんなことできるんですか。

特に表面は、掘ってすぐだったらいいんですけども、掘って置いておきますと蒸発乾

燥して色が大体白っぽくなるとか、変わりますね。わかります、これでどこが怪しいと

か。
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副主幹：当初、こういう試掘の段階をしたときに、これで一番高かったのは表層から１．

５メートルまでの付近が、かなりテトラクロロエチレンとかトリクロロエチレンが基準

を大幅に超過して出ていたところですけども、試掘した段階で、もう真っ黒な土でにお

いもかなり。

住民：試掘した直後はね、だから見てればいいんですけど。それ掘って、そのまま放置し

たまま何日か経過してから見て真っ黒い状況ですか。

副主幹：それは、物によってちょっと違ってくかと思いますけども。

住民：例えばこのＶＯＣsの場合。

副主幹：ＶＯＣsの場合、そうですね。

住民：要は、こういうことが本当に客観的にそういう疑わしいところが、人の目で目視を

してつかめるのかどうか。ここが疑わしいということが。

例えば５人の人が５人とも、ここはどうも疑わしいと見られるのか、ある人は言って

いるけどもある人は「いや、そうでもないよ」というようなことで、非常に主観的な要

素が強いんじゃないかなと、そういうふうに思うんです。だからもう少し何か科学的な

方法がないんだろうかというような気がするんですけど。

副主幹：これは、分析自体は目視であってもそうでなくて同じ方法でやらせてもらうんで

す。

住民：そりゃあそうです。どこからサンプルをとるかという一番大事なことですよ。

有害物のないところを採ったってしょうがないんでね。

副主幹：今回、一番底面で濃度が高いと思われるところは、まさにク―５の地点、ここで

基準を大幅に超過して出ているところで。

住民：いや、それは一通りもう取ったんでしょう。

副主幹：そうです。

住民：あと残っているものがあるかどうかを調べるわけです。

しかもね、聞くところによりますと、こういう有害物、ＶＯＣsは、非常に比重が大き

いのでどんどん下へもぐり込んでいくと、極端な話、コンクリートの層でも通過するぐ

らい浸透力もあると。だから、完全にガスタイトな地層が下にない限りあるいは側面に

ない限り、どんどん浸透していくというふうに言われているんですね。
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だから、その表面だけ見てどうも怪しいけど、中のほうに本当にないんですかという

ことを、やっぱり皆、気にされているわけです、心配しているわけです。それを的確に

調べていくと。

室長：機械的に中点とかでしますというよりも、皆さん見ていただいて、「ここ採ろうか」

というところを採ろうかなというのが一番コンセンサスが得られるのかなということで、

いろいろ考えさせてもらってやっております。採るのも、ここはずっとその層に、前の

試掘でも、大体１．５メートルぐらいのところで濃いものがあったので、今これから、

のり掘りますし、採るところも表面じゃなくて５０ｃｍぐらい中を採ろうかなというこ

ともありますので、表面が黒いかどうかというやつは、若干、日が経ったら乾いて色も

変わっているかもわかりませんけども、その辺見ていただいて。

住民：要はね、そういうもう少し違う我々が本当に納得できるような方法を考えていただ

けないかなと。

極端に言いますと、これが例えば、ああいう表層ガス検査なりのものを、かなりの密

度で、限られた面積ですからね、密度上げたって本数しれていますがな。それで掘って

いくと、調べていくというようなところで、何かそういうガスが検知するような状況の

ところを、やっぱりどんどん掘っていくというような、例えば方法なんか考えられない

んでしょうかということですね。

この５点、いわゆるこの表面に、箱の内側みたいなとこの側面が各１点ずつ１０メー

トルに１点、底が１点、こんな密度で本当に、何か本当に当たればまぐれで当たったと

いうようなもので極めて非科学的な感じがするんですよ。これでなかったって言われた

って、誰も安心しませんよ。じゃないでしょうか。

室長：今のやり方で、即結果が出てすぐ掘って、またその奥にどうかと見て、ということ

で、どんどんやっていけるかなというところで。

住民：あのね、まずね、掘るところ、これが表面５カ所くらいでしかも目視で、これがま

ず信頼性が極めて低い。これで皆、恐らく納得できないんじゃなかろうかということと、

もう一つは次の問題ですけれども、じゃあ何か怪しいところがあって、そこを１メート

ル掘って調べてあったと。また次やって、つまり基準以下になるまでやりますというこ

とですが、まず掘ったところでなければ、それでしまいでしょう。

本来、例えば、この深さ方向の例で行きますと、やっぱりもしあるとしても、比重が

先ほど申し上げましたように重いですから、上より下のほうにたまるというようなこと

を言われています。だから１メートル上を掘ってなかった。しかしその下にもっと溜ま

っているという可能性だってあるわけです。だから１メートル掘って無いから、もうこ

れありませんと、これおかしいんじゃないですかっていうことです。

室長：ここはボーリングしてあるいは試掘して、深さ方向をずっと見てきましたけど、ず

っと下のほうはもう検出されてないので、ここはある程度地表から１．５メートルにず
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っと長いことここにたまっていたものですので、何か液をどろっと落とすとすっと入っ

ていったりとかするんかもわかりませんけど、廃棄物に、中にしみてずっと長いことこ

こにいたものですので、今掘ったからすぐどこかすっと逃げていくというようなもので

もないのかなと思っているんですけど。

住民：いやもう、いずれにしてもちょっとよく納得できません。

それと、もう一つ、この判定基準、埋立判定基準と書いていますね。そうじゃないで

しょう。土壌環境基準でしょう。

室長：いやいや、それも二つとも土壌環境基準を超えているものもあるし、埋立判定基準

を超えているものもあると、こういうことです。

住民：いや、だけどこれ、「対象物質は埋立判定基準を超過している」と、はっきり書いて

あるでしょう。これが対象になると。これおかしいじゃないですか。

副主幹：対象としたのは、その埋立判定基準を超過し、

住民：いやだけど、やっぱりこれはね誤解を招く。ちゃんと直してください。

室長：これは誤解というか、埋立判定基準を超えるものは出すということで、今ここ、

住民：出すということはわかっていますけどもね。有害物ということ、定義言うてくださ

いよ、有害物の定義。県がおつくりになった定義。第６回の調査委員会の資料。

室長：すぐ直させてもらいます。ここであまり議論したくないんですけど。

住民：これはおかしい。

室長：ここは、埋立判定基準のもんが出た、ターゲットとして掘っているとこやと。

住民：だからこれ直してくださいね。

それと、先ほど言いましたけど、基準以下になるまで掘進するというのは、何も次を

掘ってなかったら、その下先ないと、そういう保障がないんですからね、この考え方も

私は納得できない。おかしいと思います。

課長：少し説明させていただきますと、先ほど比重が重たいから下へ沈むんじゃないかと

いうお話があったんですが、これは一定の量がないとなりません。

信州大学の藤縄先生の環境地下水学という冊子をまた見ていただきたいと思うんです

けれども、土壌と粒子の間にすき間がありますね、土壌粒子ですので間隙がございます。

すき間にまずべったりひっつくんです。そこが満杯になった状態ですと下へ落ちていく
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格好になるんです。この前、一昨年の３月に見つかったもの、あれは特管基準超えてい

ると、判定基準を超えていたということで、そこでは溶出基準だったんですけど、先ほ

ど下のほうについては、ボーリング調査やりましたよね。出てこなかったですね。

だから、要するに地下水調査ですよ、地下水調査と。

住民：ボーリング調査、１０メートルピッチでしょう。

課長：いやいやそうじゃなくて、私が申し上げたいのは、地下水の調査とボーリング調査

とあわせてやったんですね、浸透水の調査と。ですから、先ほどのような下へ沈降して

いるならば、恐らく粘土層の上にあるはずです。その粘土層の上には浸透水もあるわけ

ですから、浸透水と一緒に流れてこなければおかしい。浸透水にその濃度が出てこなけ

ればおかしいですね、ある一定以上の濃度で。私ども、県内にクリーニング店でそうい

う汚染を幾つも見ましたけれども、そこで出てくる濃度というのは、例えば５ｐｐｍを

超えるような、ここで監視された濃度と、言ったら数百倍から一千倍ぐらいの濃度が出

てくるんです、そういうものがあった場合には。ですから、ここの場合においては、い

わゆる浸透水において、そこまで落ちている状況はないと、あくまで先ほど申しました

信州大学の藤縄先生のおっしゃっているような土壌の粒子の間隙の中にくっついている

状態。ですから、浸潤土砂という言い方をしておりますけれども、そういう状態である

んだというふうに認識しております。

住民：必ずしも底まで行くかどうかは、今言われました量だとかあるいは土の質、それに

よっていろいろ変わるんじゃないかなというように思います。中間で止まっているケー

スだってあるんじゃないですか。

課長：私どもが中間で止まっているって言ったら、まさに。

住民：物事一律にこうだということで単純に割り切ってしまうんじゃなくて、いろんな状

態でいろんなケース、多様性があるというところも、やはり配慮すべきじゃないんでし

ょうかね。

課長：だから、中間で止まるというのは今に申し上げましたように、それは土壌の粒子の

間隙の中にべたっとひっついている状態なんです。下へ落ちてしまっている状況、これ

はかなり濃度がありますと、生身のものが落ちる状態なんです。ですからこれはもう、

こういうものがあったら、そこの場所というのがホットスポットですから、非常につか

まりやすいんですよ。むしろそっちのほうがあったほうが、我々としては明らかにそこ

を取り除けばいいわけですので、それを見つけたかったんですけども、見つからなかっ

た。つまりそれはなかったということなんです。

住民：それはね、本当に完全にないと断言できるような調査方法だったでしょうか。
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課長：ですから、

住民：確率の問題でね。

課長：ですから、浸透水の濃度から見まして、これはそういうふうなホットスポットが広

がっているという状況は、もうないというふうに考えています。

ですから、申しましたように、中間なんかに、土壌の粒子にくっついている状態。

住民：なければいいんですよ、なければいいんですけれども。

住民：もういいかげんに、○○さんと中村さんの論争聞いていても、らちが明かないと思

うんで。

住民：わかんないんですよ。

住民：この県側のやり方ではちょっとまずいということなので、○○さんのほうから、こ

ういう案が、さっきガス調査をやったらどうかっていう意見がありましたよね。その辺、

もう少しポジティブな、もうじきこれ掘り終わるんだろうから、意見を出してもらった

ほうが、＊＊＊＊するんじゃないかな。

住民：２ページの簡易溶出試験の概要とありますけど、これはどこかの規格が決まってい

るの。例えばＪＩＳとか、何も書いてないけどどこから拾ってきたわけ。

課長：ここにＧＡＳＴＥＣて書いてありますよね。「検知管について、次のものを使用する」

と書いてあります。検知管の名称という中にＧＡＳＴＥＣというのが書いてあります。

ＧＡＳＴＥＣ。

住民：これが規格。

課長：これＧＡＳＴＥＣという会社の名前なんです。ＧＡＳＴＥＣという会社が出してい

る検知管、このＧＡＳＴＥＣについては、こういう方法で測れますよというふうに説明

してありますので、ＧＡＳＴＥＣの説明書を持ってきたということです。

住民：いろいろ方法ありますよ、それは。この方法だけと違いますよ。

住民：それで、一番心配するのは、全然時間の系列とか水の温度とか何も書いてないです

ね。サンプルを採ってきて、一週間後に測ってみてもしゃあないやろ、これ。だからこ

れ、何これ。

課長：ちょっと説明が足りないと思いますので、これはまたもう少し詳しいやつを出しま
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すが、ここで１分間だけちょっと振って、即引きますので、検知管を。それを測りまし

ょうという話なんです。

住民：それはわかるんだけどね、サンプル持ってきて、サンプル採ってきてすぐやるんか、

持っていって一週間後にやるのか、これ全然、何も書いてないよね。

課長：我々としては、現場でそのままやりたいと思っていますけど。

住民：そういうことであれば、わかります。

課長：我々が詰めている部屋がありますので、あそこにこれを持ってきてやりたいと、現

場でやりたいと思います。

住民：うん、わかりました。

住民：たくさん問題ありましたよ。まず一番にね、最初、○○さんも言われましたけど、

目視の問題ですけども、日が経ってから見たって、ほんまにさっき言われたように色変

わってしまうんですよ。一晩たったら随分変わるんですよ。もう二日も経ったら、もう

全然違います色は。それを目視だなんていうのはもうもってのほかやと思います。やる

んであれば、そのやる、これから入るよという前に、３０センチなり表面全部削っても

らうとか、それならまだわかるけど。それとまた君津式のボーリンバーで細かくやると

か、これはすぐできるんですよ。そういう方法とるとか。そういうふうにしてください。

こんなやり方では全然だめです。

それから、さっき浸透水で出てなかったから大丈夫やと、関連性がないというように

言われましたけれども、粘土層の上にたまるもんですよ。浸透水採っているのは、水は

中間で採っているわけですよ。これは水より重たいですよ、水より下へ、底へ溜まる。

そしたら粘土層の真上で採らなあかん。その採り方が、そもそも僕ら、昔から言うてま

すけども、間違っているんやから、そやから、そんなもんあてにならんです。

それから、代表と言いましたね、先ほど。代表者は何人入るんですか。その代表者、

何人入れるんですか。それも問題ですね。

それから、先ほどのベンゼンのこと。ベンゼンだけどうして別扱いするのかな。ベン

ゼンだって検知管でできるわけですよ。どうしてそれだけ後日に回すのか。それもおか

しな話ですね。

それから、試料の採取の問題、これ２０グラムと言われましたよね。それをわざわざ

量って、それを５カ所なり混ぜてやると。そしたらその間に揮発してしまうわけですよ。

そしてまたそれを、水に溶出させてはかると、僕はＧＡＳＴＥＣというと、そりゃ知っ

ていますよ、私も。そやけどね、こんな方法を書いてあるけど、僕は知らんけどね、普

通は、試料採ったやつを直接測ればいいわけですよ、びんの中にいれて。何もこんな方

法をわざわざとらんでも、これもおかしな話です。わざわざ出ないようにしているんじ

ゃないかと、疑うばかりですね、これ見ると。
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室長：こういう方法でやると、簡易な形で溶出試験の結果に近い形が簡易にできるという

方法が決まってある方法でやるということです。

住民：決まってないですよ。こんなもん、私がね。

室長：いや、ここのメーカーが、

住民：いいですか、メーカーは知りませんよ。私は国のね、ＪＩＳ規格も見ましたよ。こ

んな方法どこにも書いていませんでしたよ。メーカーは、こういう方法も一つとしてあ

りますよと言うているかもしれんけども、ＪＩＳ規格では、こんなん載っていませんで

したよ。県の図書館へ行って全部、調べたんですよ。どこに載っていたんですか、そん

なもん。言ってくださいよ。昔、こんな方法書いてないから言うて県が独自で方法をや

った。それは大きな間違いだったんじゃないの。

管理監：いや、その前のはちょっと置いといてください。

住民：何を根拠に出してきたという、

副主幹：正式な土壌溶出試験で、ＪＩＳにのっとってやる方法があると。その方法やと、

さっき言ったように２週間かかってしまうと。その２週間かかってしまうと、もし仮に

土壌溶出試験で２週間間かかってしまった場合、さらに掘進を進めるのに要は２週間判

断を待たなあかんということになります。これと同じ方法で簡単にできる方法はないか

ということで調べたところ、ＧＡＳＴＥＣ社さんが工業技術院の先生なんですけど、の

助言を得て作られたこういう簡易的なキットを用いて測るという土壌溶出試験と同じ方

法で測る、同じ日に測るという方法がございましたので、これを使うと即日で結果が出

てくるという形になるので、この方法を採用さしていただいたということなんです。

この方法はＪＩＳに載ってないというのはそのとおりなんですけども、やはりＧＡＳ

ＴＥＣさんも何回もチェックを重ねて、この濃度の土壌溶出試験のレベルであれば、こ

れだけの検知管のレベルが出るというのを数値化されて、それを係数として出されてい

るわけなんです。それをもって、このキットをつくっておられるので、これですとすぐ

わかるというのが一つ利点があるのと、もう一つはガステックの検知管は、それぞれ個

別の物質を測れるわけでは、測っているんですけども、実際は妨害物質の影響を受ける

ことがあります。どういうことかといいますと、テトラクロロエチレンを測る場合、テ

トラクロロエチレンとあわせてトリクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン

があった場合、

住民：知っています。わかっています。

副主幹：出ているということは、要は安全側に見ているということです。実際、基準値よ
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り超えている場合であっても、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、シス－１，

２－ジクロロエチレンが共存してしまうことによって、テトラクロロエチレンの検知管

で測った場合、高く出てしまうと。それも踏まえて、環境基準を超えた場合は掘進する

というやり方にしておりますので、簡易的な方法とはいうものの、出ない方法というよ

うりはむしろ出やすい方法でやらせていただいているというふうに御理解いただければ

と思うんですけど。

住民：＊＊＊。僕は、テトラだってトリクロだってね、トータル的に超えていたら超えて

いるんです。そんなん一緒ですよ。そんなね、言い逃れみたいな、だめですよ。

副主幹：テトラクロロエチレンが、仮に０．０１、

住民：どっちにしたってね、どっちも有害物なんやから。

ひょっとしたらね、＊＊＊全部トータルで考えて＊＊＊。

副主幹：そうなんですけども、ただ、テトラクロロエチレンのみが濃度中に出て０．０１

ｍｇ／Ｌの溶出濃度で出てくるようなレベルであった場合、その検知管＊＊＊そういう

濃度が出てくるわけです。ぴったり出る数なんですけども。

例えば、トリクロロエチレンが一定量、テトラクロロエチレンと同じところに含まれ

ている場合、そのトリクロロエチレンもテトラクロロエチレンの検知管に影響を及ぼす

ということになるんです。ただ実際は、テトラクロロエチレンの濃度が高目に出る可能

性がある。むしろここは、公定法で３種類全て検出されているところですので、どれか

お互いそのトリクロロエチレンを測るときには、他の２物質が。テトラクロロエチレン

を測るときには、他の２物質が妨害物質、つまりプラスの側に出てくる妨害物質、＊＊

＊ますので。

住民：妨害物質だって、それみんな有害や言うてんね。一緒なんだから。そういうこと考

えること自体、おかしい。分けて考えること自体おかしい。

副主幹：分けて考えるというか。

住民：入っているということは事実なんだから。それで考えなあかんよ。何遍そんなこと

言うてもうたかて。

住民：それで出たもので、基準を評価しようということでしょう。

副主幹：はい、そうです。

住民：だからそれでいいんじゃないの。
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住民：いや、水で溶かすこと自体、おかしいですよ。

住民：一番最初にガス調査やりましたね。吸引バーをたたき込み。吸引したことありまし

たよね。そういうやり方ってだめなの。

住民：ボーリングバーでね、君津式みたいにやったらいいんですよ。そこですぐ。

住民：一番最初やった方式。

住民：何回でも出来るんですよ。

住民：実績があるから、みんな一応それは認めています。

住民：ちょっとすみません、そうしたら、簡易溶出試験をするわけでしょう。この他に、

分析にはもう出さないの。これで終わり。

副主幹：テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、シス－１，２－ジクロロエチレン

は、この案ではもうそれで終わりという形です。

住民：ただやっぱし、並行して分析結果が遅いかもしれないけど、それも出して比較して

もらわんとあかんよね。

住民：正確な数字を出すことが今、目的じゃないんもんね。これ以上、掘るかどうかとい

うことだけがわかればいいんで、さっきも言うようにアバウトに有害物であるかどうか

だけはわかるんで、むしろそういう詳しいことは必要ないわけだよね。

ただ、さっき○○さんがおっしゃっていたことは一理あって、前回あったガス調査の

方法を使って底面をもう一回やってみたらどうだっていうことに関して、まだ県側から

意見聞いてないんだけども、それについてはどうなんですか。

課長：その平面的な広がりについては、ガス調査でやらせていただいて、深さ方向につい

ては簡易式方法でやらせていただくという格好でどうかなと思いますけど。

ただ、平面的広がりを見るのに、いわゆる表層ガス調査やりますが、そこについては、

検知管でやらせていただくと。当初は、ＴＩＤのガスクロマトグラフィでやらせていた

だきましたが、そこまでの精度必要ないということなので、あくまで平面的な広がりに

ついては、表層ガス調査でやらせていただいて、そこをどう掘るかということについて

は、実際に物を採らないとわかりませんので、物を採らせていただいて、それの簡易溶

出調査でやらせていただくという線でいかがですか。

住民：ただね、それは結構なんですけども。平面的な広がりというか、どの辺が一番怪し

いかというところの調査を平面的な広がりと言われているわけでしょう。平面的な広が
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りを、＊＊＊のボーリング、ちいさな表層ガス調査のときの例を、そういうもので調べ

ると、○○さん言われたのがそれですよね。それを平面的な広がりをそれで調べると、

今、課長が言われたわけでしょう。

課長：はい、そうです。

住民：それはそれでいいんですが。そこで、例えば何かこの辺が怪しいというデータが出

てきたと、検知したという場合の深さ方向について、それは検知管でやられるというこ

とですか。

課長：ですからそこは、そのもの自体を掘らないとだめですよね。深いところですと、今

回の一次の対策ではできませんので、それは先の話になりますので。たちまち今、アー

ムが届く範囲をとりますと、ここでやめるのか、次掘るのかという判断については、そ

の物を持ってきて、サンプルを取り出して、それを溶出簡易試験にかけて、掘るのか掘

り止めするかを判断する。

住民：それはそれでいいんですが、そのとったところで、もう一度、そこでまたガス検知

を僕はやるべきじゃないのかなというふうに思うんです。

課長：ですから、そのガス検知というのは、あくまで＊＊＊ですね、要するに、地下の底

面から表層までの間の積分値ですよね。ですから、積分値ですから１メートル掘ったと

ころで変わらないんじゃないですか。

ですから、要するに君津式というのは、地下の底の粘土層から表層までの間の汚染を

検知できる方法なんですね。上下方向はどこにあるか別ですよ。それだとここからここ

までの間を全て積分した形で出てくるわけですね。１メートル掘っても数字は変わらな

いですけどね。

住民：変わらなければ下にまだ悪いものがあるってことじゃないの。

課長：ですから、それは、その１メートルの間は確かにない。１メートルよりも深いとこ

ろにあると。

住民：１メートル掘ったら、もうこれでなくなったんならいいけど、１メートル掘っても

まだ出るんだったら、まだ下に悪いものがあるんでしょう。

課長：それはそうです。

住民：そういうことですね。それならそれでやればいい。悪いものがなくなるまで。

住民：１メートル掘ったところでサンプル採って、それで基準以下だったらそれで終わり
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というんじゃなくて、その下に本当にもっと濃いものがあるのかないのかというのを、

そこを今、問題にしているんです。

だからね、上からね、中村さんの言われている方法だと。

課長：今、おっしゃっているのは表層ガス調査をもう一遍やったところでやりなさいとい

う話なので。

住民：中村さんの言われているのは、ガスの濃度っていうのは上が濃くて、その下に濃い

のはないといえば、上の層ほど濃いのが溜まっているというような、そういう意味＊＊

＊。

課長：いや、そんなことじゃなくて、表層ガス調査というのは、そこから表面までの全て

のやつを合計したやつが出てくるので、１メートルのところにこういうのがあったら別

ですよ。だけども、その上下で何か変わる話はないんじゃないですかと申し上げている

んです。

住民：変わらなければ、下にまだ悪いものがあるから、まだ掘ればいいんじゃないの。

住民：真っすぐね、掘ったところを真っすぐガスが上がってれば、そりゃあおっしゃると

おりです。だけどどういうふうにガスが上がっているかわからないでしょう。行きやす

いところへ行くんですから。だから、どこに当たって、それがたまたまガスの通り道に

当たれば濃いものが出るし、ちょっと道が外れれば薄くなるし。

課長：それはいいんですけど、どこを通ってくるかわからないというやつについて、それ

は、次の段階で、何かあのあたりにあるかもしれないぐらいの話しかわからないんです

よね。そうですよね。要するに、その下を掘りましょうという話じゃないんじゃないで

すか。

住民：だからね、ガス検知で基準を超えてなくても、これは確かにあると。存在するとい

うことがあれば、濃度が低くてもやっぱりそれは、前の日からうまくポイント、スポッ

トを突きとめれば、非常に濃度が高いところはあるかもしれないということなんですよ

ね。だから、たまたま掘ってそこが基準以下だったからそれでしまいだっていうような

ね。

課長：それとちょっと違うんですけどね。とりあえず、要するに平面的なものについては、

お話あるように、表層ガス調査をやらせていただくと。

実際に、それを掘り止めするかどうかについては、繰り返し申しますけれども、簡易

の溶出試験でやらせていただくと。

住民：そりゃ、試験はそれでいいですよ。
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課長：で、１度目を決めるということですよね。

住民：＊＊＊になるかどうかは。

課長：いや、それはわからないです。わからないけども、そこの判断をするために、こう

いうことをやりますという話です。

住民：要はね、みんなが安心できるかどうかです。

住民：よくわからないんだけど、ガス調査して、底面から表面までのものが出てくるんで

しょう。１メートル掘って、そしてもう一回調査する。まず１メートル掘って調査する。

やっていって、値がもし変わらないということは、まだ下に同じようにガスが、原因物

質があるということが考えられない。

課長：そりゃそうだと思います。

住民：でしょう。そしたら、それまで掘るの当たり前じゃないの。

だって、下に有害物がないっていうことを確認できるというのがこの一次対策でしょ

う。それまでやるっていう約束でしょう。

課長：ですからね。今の一次対策の掘削範囲っていうのは。

住民：だからやるだけやって、４月ぐらいに二次対策になるから、ここまでで一次対策、

しょうがないけど。でも下がありますので、二次対策あわせて下も掘りますと言うなら

わかるよ。

課長：だから、とりあえず、一次対策については、こういうアームの届く範囲までの話な

ので、二次対策に宿題を残すという話はわかりますよ。そこまでの段階なんです。

住民：うん。だから一次対策は、下側が安全だと、何もガスも出る物質がないんだという

ところまで掘ってくれるんじゃないの。そしたら、現物採って調べる必要ないじゃん、

ガスだけやっときゃええやん。それでわかるんだったら。

管理監：前も課長言われたように、ガスが大変、検知が鋭いんで出てきますと。我々は一

次対策、二次対策もそうなんですけども、いわゆる環境基準超えたものは出しますよと

言っているんで、ガスが出たからその土壌が環境基準を超えているということにイコー

ルには結びつかない。ただ、おっしゃるように、それはガスを出す原因物質が薄いけど

もあるということは確かやと思うんですよ。

ただ、薄いので、いわゆるちょっとでもあれば出すという形ではなかったと思うんで。
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住民：どこに基準を引くかは別にして。だって、一番最初にやったガスと１メートル掘っ

たときに測ったガスは同じだったんだから、この１メートル掘った意味何やねんてこと

になるよね。そもそもここ有害物あるから、ここ掘りましょうということになって、最

初のところの値と１メートル掘った今回３メートルぐらい掘って値が同じだったら、掘

った意味ないじゃない。もっと下にあるわけだから。それは少なくとも半分になりまし

たとか、３分の１になりましたって言うなら、やってもらったなっていう感覚があるけ

ども。

管理監：前から言っているようにガスは、相当鋭く感知しますと。そのガスで感知したの

と、土壌にいわゆる我々が有害物として出すと言っている環境基準の土壌というのとは

違いますよというのは、前から言っていたと思うんです。

我々は、環境基準を超えたものは出しますという形で、一次も二次も含めて一つの方

針としてお答えしていると思いますので、今、まずここの調査地点については、○○さ

んがおっしゃったように目視とかそういうのじゃなしに、やはりそういうガスを使って

一番濃そうな、危なそうなところでもって、この調査をすべきですと、言われている。

それはしますと。それでもし取って、環境基準を超える値が出てきたら、当然、それは

側面でも１メートル掘って出しますと。１メートル掘って、さらにここで掘り止めして

いいのかどうかをもう一回繰り返すという話にはなると思います。

住民：その前提を、コアに、例えば非常に悪いものは、固まってあるっていう前提なんだ

けども、相対として散在していると。その結果としてガスが続いているというようなモ

デルを考えたときには、全然、意味がないよね。そうしたら結局は、環境基準を超える

コアみたいなものがありませんでしたというだけだけども、ただ、状況は初めから変わ

らないじゃない。やっぱりガスは出ているわけだから。

管理監：ずっと戻ってしまう。

住民：いやいや、戻ってないよ。だから、僕、ここはね、特に危ないものがあると考える

から、掘りますと。まだ下に有害物、危ないものがあると思うならそこまで掘りますよ

と、住民が納得の行くまで掘りますよと言うから一次対策に納得したんだよ。３メート

ル掘って、その３メートル掘って取ったものが、最初の３メートル掘る前とデータが同

じであるというんじゃ意味ないじゃん、やった。

管理監：ここのＶＯＣsは、環境基準を超えてやるという、特管基準も超えているんですけ

ども、超えているんでこれは出さないといけないという形で出しますと。

住民：だからＶＯＣsは環境基準を超えているんだったら、その環境基準を超えないまでは

やるんでしょう。
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管理監：そうです。ですから、要は土壌で環境基準を超えているという部分についてはや

りますということで、言っているんです。

それと、ガスで検知したのとはまた相関関係がイコールではないですというのを、私

は言っているだけなんですけど。

住民：ただね、ガスが大気に出るから人に影響を及ぼすわけでしょう、基本的には。そこ

から人が吸い込む恐れがあるから及ぶんじゃないの。だから、それが固まって存在する

か散在するかにしろ、いずれにしろガスを排出しているような土壌があること自体は問

題なんじゃないの、基本的には。

課長：ただ、今のトリクロロエチレンとかテトラクロロエチレンは、大気の環境基準が別

にあるんですね。このレベルからすると、今のこの濃度というのは問題ないので、いわ

ゆる大気の環境基準と水の環境基準がありまして、今、我々が注目しているのは、大気

のほうは低いレベルですね、実際に、水の環境基準、こちらを何とかしないかんと。

住民：じゃあ、水で言ってもいいですよ。結局、水で言っても同じなんだけれども、水に

溶出というか流れるものが変わらないんだったら、それはまずいじゃないですか。取っ

てもこの前の変わらないようなものが残っているんだったら。

課長：だからその水に、要するにその環境基準を超えて溶け出すかどうかを我々が出すか

出さんかの判定基準にしようとしているわけですね。

住民：要するに、この今回の一次対策工事で、掘削して物を除去してくれますよね。その

ことによって、例えば水に溶け出すものは減るんですか。

課長：ええ、ですから、その水に溶け出すものを減らすように取ろうとしているわけです。

住民：＊＊＊聞くと、減らす原因物質の塊がある。その塊が見つからなかったので、これ

でおしまいですって言っているだけの話で、そういうイメージじゃないんじゃないです

か。

課長：そうじゃない、そうじゃない。だから、それはね、先ほど一番最初に出そうとした

のは、これは水に溶けている量が、いわゆる環境基準の１０倍を超えた特管基準を超え

ているようなものだから、これを出しますっていう話ですね。黒くて浸潤土砂と言って

いますけど、あれは明らかに水に溶け出たら、環境基準の１０倍程度超えるようなもの

だから出しますと。じゃあその次の段階はどこまで広がっているかっていうのを、今こ

れで調べようとしているわけですね。どこまでその濃いやつが広がっているかっていう

のを。で、今その広がり方を調べる方法として、今、御提案があったわけですので、平

面的にね。それと、我々が言った形と組み合わせて、どこまで掘るかを調べましょうっ

ていう話なんです。
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だから、あくまでメルクマールはですね、水にどんだけ溶け出るか。地下水をどんだ

け汚しているかっていう視点から、どこを取りましょうっていう話なんです。

住民：要はだから、もう一回同じことを言っているんだけどね、 ３メートル掘ったこ

とによって、水に溶け出すものは、どれだけ下がったのか。そこがメルクマールなんじ

ゃないですかって。

課長：ですから、明らかに、今回、１０メートル、１０メートル、３メートル取りました

よね。これはもう外へ持ち出しました。これは明らかに、今先ほど申しました特管基準

を超えているわけですので、そこのところの部分については、明らかに除かれたと。そ

れがどこまで広がっているかというところについて、確認をさせていただきたいと、こ

の方法で確認させていただきたいと。

住民：話が何か最初に戻ったんだけどさ、要するに、ここの区域で今回掘ったということ

で、この下には、もう大丈夫だっていう確認をどうやってとるの、よくわかんないんだ

けれども。

管理監：今、環境基準、さらに特管基準を超えたところのＶＯＣsを取りましたと、ただ、

それに接続したところで、万が一、環境基準を超えたものが残っているんじゃないかと。

いわゆる繋がっている、広がっているのかどうかというのを、先ほどから言っているよ

うな方法で大丈夫なのかどうかを見て、それでもって環境基準を超えた。

住民：そもそもね、ここの地点を選んだのは、ガス調査でいろいろやってみて、ここも、

ここが危ないだろうっていうところから始まったんだよね。

管理監：元々はね。

住民：そうしたら最初に戻るのは、私は素直だと思うんだけど。

それで、ここで掘った上で、改めてやってみて、そこで、もうここの下にはないって

いうことが出てこないっていうことがわかるんだったら、まあそれで終わるわね。

ただ、それでもまた同じように出ているんだったら、まだそこに何かあるんじゃない

かって考えるのが素直な話じゃないの。そもそもこの地点を選んだのはそういうことな

んだから。

管理監：元々ガス調査で濃いところが出たところを、他の区画もそうですけども、ボーリ

ングを打ちましたと。ただここだけじゃなしに、いっぱいガスで高濃度と言われるとこ

ろを、要は３０mブロックの中で、最も濃そうなところをボーリングしましょうと、一番

疑わしいでと。ここの区画については、それが見事にヒットして、大変濃いのはボーリ

ングのコアから出てきたということがわかった。だからここには、環境基準を超えた、

さらには特管基準を超えたＶＯＣsがあるということがボーリング調査でわかったので、
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この部分を、それが１．５メートルぐらいのところにあるので、念のため３メートルま

で含めて１０メートル区画で出しましょうと。

ただ、こういう場所なので、その１０メートルを超えてまだちょこちょこ残っている

かもわからんやないかと。要は広がっているかもわからん、下も含めて。それを確認す

るために、底面、側面を一応、試験をして、それでもって環境基準を超えてないという

ことがちゃんとわかれば、ここで一応、もう掘り止めをしてもよいと。それがもし環境

基準を超えていたら、その分の。

住民：ただね、○○さんがおっしゃっているように、それの調査方法で非常に簡易的なも

ので、これでわかるのかと。しかも１０メートル四方のところから目視で場所を選定す

るってことに対する疑問が出ているわけでしょう。だから、そのやり方だけ言うんなら

ば、さっきいう一番最初に戻るのが当たり前で、ガス調査とボーリング調査を改めてや

って、そして大丈夫かということを確認して、最初と違う結果になりましたと。だから

ここはもう他の＊＊やらなかった場所と同じですよって言うのなら納得はできるんだけ

どね。

管理監：○○さん言われたように、目視とかいうような非科学的なものじゃなしに、基本

的にガスを何カ所か測ってみて、最も危なそうなところがわかれば、そこでもって検査

をすると。それでもってセーフであれば、一応、科学的な根拠ありますねという話やと

思うので、そういう方法でやらせていただきましょうかと言っているんですけども。

住民：大分かわってきたぞ。そういうことは、この調査とガス調査を組み合わせたハイブ

リッド型のモニタリングを提案くださるということですか。

管理監：調べる場所については、ガス調査で疑わしいところを見つけて、一番濃いところ

とかいうところを代表地点として検査しましょうと言っているんです。要は地点を決め

るのに、全然どうもないところをやってもいかんので、ここが一番怪しいというところ

については、ガスでもって決めましょうかっていう話です。

住民：そのガス調査の方法は、どういうふうに。

課長：ボーリンバーで穴を開けて、ただガスクロじゃなしに。

住民：何カ所。

課長：これは相談ですけど、例えば、１０メートルメッシュ、今、１０メートルですよね、

３メートルメッシュでも構わないし、２メッシュでも構わない。

住民：だからそういう案を、今度出してくださるわけね。

そして、そこでこういう値があったら、この土壌、ボーリング調査をやるんですって
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いうのが出るんですね。

管理監：前も３０メートル、１０メートルで９カ所やりましたんで、今回も底面ですと１

０メートルを３分割の９カ所でガスを採って、それの一番濃いところ、あるいはよいと

ころだったら２つでも結構ですけども、そこでもって検査をします。側面ですとちょっ

と狭いので、３カ所ぐらいになるかと思いますけども、それでもって一番危ないところ

で検査をして、環境基準を超えているかどうかというのを確認させていただくと。それ

でセーフであれば、一応、ここのエリアについてはオーケー。もしそれでもってその側

面であかんかったら、その側面も１メートル削って、削り終わったらもう一回同じこと

しましょうと。

住民：ちょっとそれわからないのが、ガスが出ているんだけれども、土壌検査ではセーフ

だったらオーケーになるの。

管理監：はい。

住民：それはちょっと納得いかないんだけどな、私は。

課長：だから、そこは先ほど申し上げたように、水に溶け出るのが我々が考えてるリスク

というのは、地下水の汚染ですので、地下水の汚染が広がるかということになると、溶

出試験というのが一つの方法ですので。

住民：でもさあ、今回の土壌調査っていうのは、そんなに深いところから採るわけでもな

いわけでしょう。

課長：いえいえですから。

住民：だから、そのガスが出ているというのは、さっきも言ったように、ガスっていうの

は地底から表層まで採るっていうことは、今回の土壌検査によって採れたところからは

出なかったけど、もっと下にある可能性はあるってことは否定できないんじゃないの。

課長：だから、それはあり得ると思うんですが、先ほど申しましたように、そのガスが、

ガス状態にあったとしても、それが水が溶けているかどうかが、今一番、問題なんです

よね。

住民：ただ、それは水に溶け出る可能性は常にある、地中にあれば。

住民：今現在ね、地下水汚染しているわけやん。

課長：ですから、地下水。
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住民：出ているわけやん、現に。いかにして減らすかや。

住民：水のないところもあるんじゃないんですか。

課長：いや、ですから、要するに、いわゆる水で飽和したところと水で飽和してないとこ

ろがありますね。

住民：浸透水のないエリアがあるでしょう。そういうところは、水に溶けているかどうか、

浸透水とか地下水のあれでやったってわかんないわけですよ。

課長：いやだから、そこは常時水がないだけであって、雨は通りますよね。通って、どこ

かへ流れていったと、要するにそこの土壌はそこで、その雨が洗っているわけです。

住民：どこへ行ってどこで出ているかわからないでしょ。

課長：今おっしゃっている、浸透水の濃度がどこで測っているかがわからないんですか。

住民：問題のガスのあると思われるところに浸透水が無いと、それはずっとどこか流れて

いって、どこかで浸透水のところでキャッチするとか、だから、常時浸透水に浸かって

ないエリアであれば、このＤ地はどうなんですか、浸透水あるんですか。

課長：ありません。

住民：無いでしょう。

管理監：一番下は、あります。今のその３メートルとか。

住民：それはあるでしょう。もっとずっと下のほう。

課長：下には水は溜まっているんです。干上がっているところはちょっと違っているんで

す。

住民：水の無いところもあるでしょ。

課長：だからＤの区域以外のところですね。

住民：はい。Ｄは全部、必ず浸透水が溜まっているんですか。

課長：そうですね。
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住民：ＶＯＣsが浸透水の中に沈んでいると。○○さんが言っているように、底に沈んで。

課長：沈んでいたら、例えばトリクロロエチレンというのは、水に１，０００ｐｐｍ分ぐ

らい溶けるんです。だから油の塊じっとしとるわけじゃなくて、浸透水とそのトリクロ

ロエチレンが接していたら、１，０００ｐｐｍぐらいの濃度が出てこないとおかしいん

です。

住民：浸透水というのは必ず流れているもんですから、宙水みたいに止まっているんじゃ

ない。

課長：いやですからね、接触をしたら、そのくらい濃度が溶け出てくるので、先ほど申し

ましたように例えば地下水汚染区域では、数ｐｐｍ、いわゆる濃度が出てくると、地下

水って速度遅いですよね。それぐらいのところで、接触すると、数ｐｐｍぐらい出てく

るので、今、ここの区域の地下水、確かに出てきていますけども、その濃度レベルから

するに、いわゆる例えばね、雨が降って上で接触して溶け出たものが下へ出るような可

能性もあるんではないかなと思っています。

住民：＊＊＊のときに調べたときに、これを調べてくれと言うたときに調べんかった。後

から浸透水で調べますと。あれは何なんですか。比重より重いものが出たんや。そやの

に、分析したら出なかった。どうして出なかったんですか。今、おっしゃるんやったら

出るはずやないですか。なぜ出なかったんですか。真っ黒いどろっとしたものが出たわ

けですよ。それを調べてくれって言ったら、県は調べなかった。浸透水で調べると言っ

た。水がどんと浸かってから、表層水採って調べた。出んかった。なんで出んかったの。

あなたのおっしゃるのやと出るはずやねん。なぜ出んかったの。水より重たいものがな

ぜ出んかったの。

課長：ちょっと私、その状況わからないのであれですけどね。

住民：いやいや、あなた、おっしゃっているのやったら出るはずなんですよ。

課長：出てくるはずです。

住民：なのに県が調べたら出なかったですよ。同じことにまたなるんちゃいますか。

住民：いわゆる範囲は。

住民：僕が聞きたい。何でわからへんの。

住民：範囲の広がりが表層ガス検査でチェックして例えば９カ所で、それで試料採取の場
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所を決めると、そこまではいいですね。今日、そこまでですので。

それからあと深さ、どこでやめるかというところに、今ちょっと若干の。

住民：そうそう、一致ができていないね。

住民：それまあ、あまり時間が経ちすぎるんじゃないですか。

住民：そうですね、もう少しちょっと詰めてもらって、今のお話を踏まえて、県のほうで

練り直してもらったほうがいいような気がする。

管理監：今、我々が言っているのは、それでもって今おっしゃったような形で場所を決め

ます。場所を決めてサンプルを採って環境基準を超えるかどうか。仮に、それで環境基

準超えたったら当然、出すわけですから、逆に言うと、側面ですと１メートルは。

住民：出すんじゃなくて、そこで環境基準が超えてれば、さらに下を調べるんです。そう

いうことが必要なんです。

管理監：いえ、それで。

住民：取ると同時に。

管理監：まず５０センチのところを取って、倍の１メートルは、ここは要は大事な部分な

ので取りましょう。取った後、もう一回同じことはします。それでもってセーフやった

らそこで止めます。あるいは、悪かったらまた行きます。ただ、最初に言っておりまし

たように、どんどん一次対策での限界を超えて、浸透水のところまで行くのは、ちょっ

と危険なので、その場合は、二次のほうに移させてもらうということは御了解いただき

たい。という形で、今回については、そういう形で、１メートルが５０センチやと。

住民：ただ、ここね、下ありませんと、終わられるのがちょっと問題があるわけで。

管理監：もう一回それをやりますね。

住民：二次対策でやりますということなら、それはそれでいいんです。

管理監：ですからもう一回やって、また掘れるぐらいやったら５メートルぐらいまでやっ

たら行けるので、それはやります。そこでセーフやったらそこで終わりますし、それよ

りどんどん深くなってくるんやったら、その場合は、ちょっと一次では無理ですという

形になります。

住民：住民側としては、今度の３メートル掘って有害物が出てきたっていうんだったら安
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心ができるんだけど、今日の話を聞くと、これという有害物が出てきて。

室長：ここのＤエリアは当然、特管相当物がありましたんで、これは出したということで

す。ドラム缶は、今のところＣエリアは無いと。

住民：無いよね。「これが原因でした」みたいなものが出てくれると、これでとげが抜けた

みたいな気がするんだけど、まだとげが抜けてない。

室長：いやいや、Ｄエリアは試掘して出てきたし、ボーリングでも１．５メートルぐらい

まで濃いものがあった。それはもう何も測らずに、当然、掘って出したというところな

んです。

それで、がん細胞はまだもうちょっと横に膨れとるかわからんので、それはきちっと

見ましょうということですので、これ、「今出したものは全然大丈夫でした」と、そんな

話ではないので。

住民：ないの。

室長：はい。それＤエリアは。

住民：検査せずにしているわけでしょう。

室長：ここは、Ｄエリアは、まず１０メートル、１０メートルこれに出すものを検査して

出しているわけじゃないんです。これは悪いものやとして、掘ったらすぐ。

住民：検査して悪かったら悪いという実績がわかるけど、悪かったかどうかわからへんて

言われても。

室長：いや、そやけど、そんなん試掘して測ったやつは非常に濃いものだったので、それ

はもうそのエリア全部出したということですので。処分するものがどれだけやって、一々

測ろうとする必要が全然ないので、この分は悪いやつと思うのだと決めて出しましたの

で、それはね、この中の悪いものでも悪いものじゃないものもあるので、測って出さな

いという手もあるかもわかりませんけど、１０メートル四方は悪いものだと、３メート

ルまでは。悪いものだと決めつけて、全部測っていませんけど出したと。これはもう熱

処理して適正処理していると。

住民：いやだからそれを証明するんだったら、最初にやったときと、ここの値がこういう

ように変わりましたみたいなものが見えるとね。悪いものが確かに無くなりましたねっ

てことに。

室長：筋掘りして非常に濃いものが出てきたやつの周りを全部、一応取りましたと。これ
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で全部完全かどうかは、まだこの１０メートル四方は悪いものだと決めつけて取りまし

たけど、まだもうちょっと横にぴゅっと広がっているのかもわからないので、それの掘

り止めをどうするか。もうちょっと深く、ここは３メートルまでは大丈夫やったけどこ

こは４メートルまである部分がもしあったら、それは取らないとあかんので、今見よう

としているということなんです。

だから、今何も何か全然頼りない掘削でしたわという話じゃ全然ないので、それはも

うあの処分場の中で、私らが長いこと見つけた中で一番最高レベルの濃いものは、今、

先ほども密封して全部、持っていったと。

住民：一次対策でしか中央部を今、掘削するという計画はないからね、やっぱり今後に禍

根を残すようなことはしてもらいたくないんだよ。だから、そちらとしてはできるだけ

とってもらいたいとのスタンスで、それを県としても共有してもらいたい。

室長：そうですね。「全然、何か頼りないところを掘りましたわ」という話じゃないので、

それはもう悪いものだということがわかっているところは、１０メートル、１０メート

ル、３メートルこれは悪いものだと決めつけて、いいところもあったかもわからないけ

れど、全部出しましたということですので、その辺はちょっと、これで対策あったと思

いますので、「なんや、全然、意味のないことをしているのかな」っていうイメージを持

たれてもらうとちょっと困りますので、それはもう効果のある対策をしたということで

す。

住民：だからね、この一次対策、ほかにもＡ区画とかＣ区画、今後やるんだけど、その成

果はどういうふうにして確認するの。二次対策が終わらないと確認できないのかなあ。

一次対策だけの。

住民：そのとき出したんやったら出るの。

室長：そうですね、総合的な全部をやる中の、まずこっち手をつけたということなんで、

ここやったのでこうなったというのは、なかなか難しいかと思いますけど、西側あるい

は経堂池側、あそこを遮水して全部のことをやった上で、効果が出てくるかなと思いま

すので、それは引き続き、早急に二次対策にかかれるように今、手続していますので。

住民：ちょっとごめんなさい。井戸のこと、観測井も掘ってあるんでしょう。そこでの影

響というのは、モニタリングをいつから始めるんですか。

副主幹：工事前の結果につきましては、１０月にやらせていただきまして、その結果は出

ております。

住民：そうすると、一次対策工事の終わった段階である程度は見られるわけよね。
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副主幹：そうですね、工事期間中も工事の後まで、３月まで月１回のペースで同じ場所で

測っておりますので。それは、今掘削をしている範囲の上流側と下流側の合計５地点で

やらせていただいています。

住民：何かこうやりがいが感じられるような成果が出てくるとありがたいんですけど。

室長：なかなか翌日からすかっとなったとかいうことにはならないかなと。

住民：そうですけどね。

室長：どっちかと言うと、ちょっとひどい感じかなあと。ただまあ今のＤエリアを掘削し

たのは非常に効果があるものだと思っていますので。

住民：そこの塊、Ｄのところを取ってもらったんですね。そのＤの下には多分、ないやろ

と＊＊＊ですね。そうじゃないですか。そうですね。ということは、Ｄは単独に置いと

いたっていう浮いたような状態であったということですか、そういう言い方したら。て

ことは、それはあまり今の漏れている地下水には関係してないんじゃないかなと、そう

いうことですかね。

課長：それは、雨水は沈んでいきますから。

住民：その雨水に触れて、それが＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

課長：接触して、溶け出している可能性はあると思いますけど。

ただ、そこにあったテトラクロロエチレンなるものが、そのまま下へ沈んだというの

は、その黒い土の下に木くずの茶色のものがありましたけど、そこはにおわなかったん

ですよね、前、掘ったときに。

住民：いや、ちょっと私が思ったのは、ここでそうやったら今、これだけ掘ったからとい

ってあんまり喜んでられへんなと思ったんですよ。あんまり影響ないやつをある量たく

さんあったとしても、それをがばっと取ったからといって、今の処分場で下へ流れてい

る量のどれだけに影響したんかというような気がするんですけど。県がそういうふうに

言わはるんだったら。今みたいに、下に沈んでいるんやったら、上を取って、その下も

頑張って探して、取ると、大分、影響は少なくなるんではないかなと思ったんです。

室長：今、ク―５は井戸を掘りましたでしょ。確かに上のほうがものすごく濃いものがあ

るんです。そこをずっと下までボーリングして中の廃棄物全部溶出試験やっていますけ

ど、そこは出なかったんですけど、先ほど言いましたように雨が降ったやつは、若干な

りとも溶けて下の浸透水に影響しているので、そこで浸透水についてはＶＯＣsが若干出

ているんです。それの上を取ることによって、ここの浸透水のＶＯＣsの汚染というのは
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ひとつ効果があると思っています。

住民：ある程度、そちらはそういうふうにあんまり下には行ってないと言ってはったんで

しょう。

室長：いや、だからその途中の土壌が、それで汚染されて環境基準を超えるようなものは

なかったと。これはいろいろありましたが、そこのク―５、その周辺１０メートルメッ

シュで全部掘ってＶＯＣsがないかは全部確認していますので、１メートルから１．５メ

ートルでク―５で出た後の周りも含めて、下のほうはずっと溶出試験、１０メートルメ

ッシュで９本＊＊＊

住民：いやいや、無いなら無いで、もしなかったとしたら上にある濃いやつは、今の地下

水汚染にあまり影響してないの＊＊＊＊＊。

室長：だから、それが若干は溶けて、下の浸透水に影響しているので、そこでＶＯＣsが若

干、検出されているということなんで、それを取ったことによって影響が。

住民：若干が大きかったらやっぱりそれは調べるべき＊＊＊。

室長：若干というのは、大体、浸透水全体が若干の濃度で出ているというところですので、

そのク―５の浸透水もＶＯＣsが検出されていますので、溶けた分が若干は溶けて、上に

＊＊＊固まっているけども。

住民：要は、今、下のほうで出ているやつをできるだけ減らすためにはどうしたらいいか

ということを、ちょっと＊＊＊おいていろいろと考えてほしいなと、そういう私の思い

は。

室長：だから、上は濃く出て下はボーリング１０メートルメッシュでやったけども、そこ

は溶出試験は出てないという結果に基づいて、そこの黒いところを取ると、若干でもそ

このところから雨水で溶けて流れて浸透水が汚染されたこの原因は取れたということで

す。

住民：時間ないから次の案件に行ったらどうですか。

室長：そしたら、私たちがこれをやった趣旨としては、皆さんに見てもらってここは悪い

のと違うかということを見てもらいながら安心してもらおうかなというのがあってつく

らせてもらいましたので、客観的にやれということで、今の方法で下は１０メートルを

９分割し、側面は３分割、一辺３分割したようなガス調査をさせてもらいまして、場所

を決めて今のこの方法で簡易の結果をうちのほうで客観的に出させていただきます。

それで、出たときには、先ほど言いましたように５０センチの下を溶出の試料を採っ
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て、溶かして出たやつであったら掘らせてもらうと。その出たやつのところの下は、簡

易溶出でさせてもらうということで、それが無くなるまで掘っていって、深さの限界が

ありますけど、取っていって、あとはこの方法ではできないベンゼンは掘り終わったと

ころを溶出試験で。

住民：何でできないの。

室長：ベンゼンは、この方法でできないということになってあるんです。

住民：なぜできないの。

室長：いや、できたらうちも。

住民：やりますよ。僕らやりましたがな。何で、あれは、検知管のところで＊＊＊やりま

した。

室長：いやいや、私らもできたらこれで確かめたいんですけども、これでないので、ちょ

っと時間かかりますけど、とりあえずこのＶＯＣsの出たやつは。

住民：○○さんちょっと言って。やりましたやん。

副主幹：換算的なものが無いだけであって。公定法はあるので、公定法でやります。

住民：検知管の方法でちゃんと書いてあるんで。

なんであかんの。

課長：だから、ガスの濃度を測って水の濃度に換算する係数が、ここでＧＡＳＴＥＣ社が

出しているんです。ＧＡＳＴＥＣ社が出しているのは３物質については、換算係数を出

しているんですが、ベンゼンについては換算係数じゃないものですから、検知管はある

けども水の濃度に換算できませんので、これは公定法でやらせてくださいということな

んです。

住民：あかるかないかはわかるんだね、それで。

課長：ベンゼンがあるかないか。それはわかると思います。

ただ、これがどれだけ溶け出ているかと、換算できないので。

住民：わざわざ水とそれ比べる必要があるんかいな。要は、出てきたらおかしいやないで

すか。
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課長：だから、あくまで判定基準は、環境基準を超えるかどうか。

住民：関係ないですよ、問題はあるかないかですよ。

室長：いやいや、うちもこれでやれたら簡単にできるんでやりたいですけど。

住民：だからまずやればいいじゃないですか。

室長：しっかりと、その。

住民：それからの話じゃないですか判定基準というのは。まずは採取やればいいじゃない

ですか。なぜそんなもん、別のとこでやる必要があるの。僕はね、別のとこをやること

に対して、ものすごく不信感を持っているんです。だって、＊＊＊＊の時も検知管で調

べて出てきているのに、何で県が持って帰ってちゃんと調べたら出ないの、あれはおか

しいと思うんです。

室長：いや、それ何が＊＊＊＊＊＊＊

住民：あんなばかなことあるかいな。僕は検知管で見ているのに。何で。不思議ですよ。

住民：最初のボーリングバー使ってガスクロかけてやるのは、やらないわけですか。

室長：ガスクロでやったら結構、時間かかりますので、検知管で。前の表層ガス調査は検

知管でやったこともありましたけど。前のやつはガスクロでという要望があったのでガ

スクロでさせてもらいましたけど、今回は検知管でさせていただいて。

住民：あれはあれで、信頼性が高いんか現在までの＊＊＊＊絞り込んできましたんよね。

あれ、検知管よりそっちのほうが信頼があると。その場で検知管。

課長：いやだから、その機械を現場へ持ってこなあかんですよね。その手配をしないと。

住民：ああ、そういうことか。

課長：いや現場で、即やりたい。

住民：ちょっといれたらすぐ答え出てくるでしょ、ガスクロ。

住民：答えはちょっと出ていたけど。

課長：それはそれをやる機械とオペレーターと手配しないといけないので、そこは、今、
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現場で我々が検知管でやりながらやりたい。

住民：時間の問題だろ、要するに。

室長：そうですね。

住民：早く結論出したいんだよな。

室長：結果が出たらすぐそのときどっと掘りたいのです。

住民：そういうことか。

室長：でまたあかんかったらすぐ下に掘りたいです。そこでまた何日も置いてというよう

な話をしているというのじゃないのかと。確かに、そうやっていたらまた発散してしま

うし。

管理監：＊＊＊場合は、いわゆるどこを一番調べたらよいかというのを見つける場合です

ので、同じ＊＊でやったとしても一番値の高いところとを絞り込む分ですので。

住民：結局、掘り止めするのは、正式に検査に出して分析して掘り止めするんでしょう。

住民：○○さん、今の話聞くと、一次対策は３月までで、すごく県としては急いでいると

思うので、なるべく早く工事を進めるためにやむを得ない方法として、＊＊＊なという

ことなんで、それはそれで譲歩。

住民：その場でするのにね、時間なんも変わらへん、一緒やねん、そんなん。変わらない

ですよ。

住民：あるかないかはわかるけども、基準値を超えているかどうかはわからないよ。

住民：簡単なことですよ、僕らやりましたよ、みんな。一緒について歩きましたやん。そ

んなにかからないですよ。

副主幹：場所を決めるのには、基準値と比較できないと、ガス＊＊＊＊。

住民：要するに基準できないわけですよ。だから＊＊＊＊。

副主幹：そこの場所決まって、＊＊＊しては基準がわかる方法でやらせていただくと。

室長：まずはＶＯＣsが出たところを掘って、ＶＯＣs出んようになったところにベンゼンが
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無いかどうかは、後でわかるというようなやり方で、素早くそのとき＊＊＊＊。

住民：その場でできますって。考えられへん。

住民：それで、早く掘るために、それするわけでしょう、工事を早くするために。一番最

後の掘り止めするときには、分析して「ああ、無い」って言って止めるのと違うの。一

番最後の掘り止めも、その範囲で決めちゃうわけなの。

副主幹：掘り止めはそこの土、ガス検知管の方法で場所を一番濃いところを決めたところ。

住民：それで、どんどん掘っていくでしょう。一番最後、これでやめちゃうよというとき

に、一番最後は分析するんじゃないの。

副主幹：ベンゼンは。

住民：いや、ベンゼン以外も全部、分析して、簡易はあくまで私、日本語しか知らんから、

簡易でしょう。だから、正式に分析出して、無かったよって、掘り止めするんでしょう。

簡易だけで決めちゃうの。

副主幹：簡易で一応、はい。この今の＊＊＊は簡易で。テトラクロロエチレンとトリクロ

ロエチレンとシス－１，２－ジクロロエチレン。

住民：全部やっぱし掘り止めは分析して、これでいいよってやめるのはわかるけど、簡易

で止めちゃうっていうのはどうかと思うね。

住民：分析のほうが出ないよ。

副主幹：＊＊＊＊＊＊

住民：いやいや、絶対出ないよ。

管理監：こちらの分が甘く出てしまうので、出なかったらもっと低い。逆に言うと、これ

で出たのに基準以下やったという結果のほうがぼろぼろ出てくると、あまりよくないか

なと。

住民：今、私、中村さんの話を聞いていると、係数があってそれで基準値がどうこうとい

うから何か精度がいいような。

課長：安全側に高目に出てきますっていうのは、それはここの会社の言い方なんです。数

字としては高目に出てきますよと。
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住民：普通、感覚的にはボーリングバー叩いて、入れて、そこに吸引するとか、直接ガス

を採るというやり方ではないですが、そういうやり方はしないですか。

課長：いや、そのやり方です。引くのは、検知管をそのままで引きます。ボーリングバー

で穴をあけますと。そこへ注入。

住民：直接してやる。これ、こっちは土を水に溶かしてそれは何か。

課長：ですから、ごめんなさい、もう一遍、正確に言いますね。

表層ガス調査を３メートルメッシュで９地点やりますと。平面的な広がりがわかった

ら一番濃いところで５０センチ掘って土を採って、それでこの簡易検査をします。二重

にやります。

住民：二重にやるということですか。

課長：ここ掘れわんわんのところを探して、掘って、土を採ってきて、それで簡易検査を

やります。

住民：最初は直接、穴をあけて。それで、また絞り込んで、そこを掘って、それをこの＊

＊＊＊＊。

住民：○○さん、二重じゃないですよ。これは採るだけで、後、水で溶かして、それ調べ

るのは水で溶かしたものだけです。

住民：どこを採るかを。

管理監：決めるために、はい。

住民：いや、検知管の数字だから。

室長：そしたら、ちょっといろいろ議論いただきましたけど、今の１０メートルメッシュ

のところも、そこ９カ所横行って、３カ所の表層ガス調査をして検知管で調べると。場

所を決めて、このやり方で溶出試験の簡易検査をします。

これは、２つが重なって非常に高く出る場合もあったりするので、非常に安全側に出

るということなので、これで掘り止めをさせていただきたいということと、ベンゼンに

ついては、公定法でこれを見ていくということで、来ていただいて見てもらおうかなと

思ったんですけど、法が掘れたら、そういう方法で進めさせていただく、出たら掘って。

住民：いや、それは、やっぱり立ち会いさせてください。
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住民：そりゃ、＊＊＊＊＊＊＊だったと思うよ。

室長：そうしたら。元々は立ち会ってもらおうと思っていましたので、客観的なものなの

で、任せていただけるかなと思ったんですけど、法が掘れたところでというところなん

ですけども、急に言わせてもらうことになるかな。

１２日の水曜日の午後に、今の方法を現場でさせていただくということで、もし御都

合がつく方いらっしゃいましたら、現場のほうへ来ていただきたいと思います。１２日

の午後１時からさせていただくということで、よろしくお願いいたします。

参事（滋賀県）：そうしましたら、ちょっと時間もあれですので、次の資料２のほう、連絡

協議会の考え方について説明させていただきます。

これは、先ほど部長の挨拶にもございましたが、あくまでたたき台ということで、連

絡協議会がどういうものかというのをイメージしていただくためにお示しさせていただ

いたもので、この辺を、これをたたき台としてこれからまた皆さんの御意見いただいて、

二次対策工事を始めるまでには立ち上げてやっていくということで考えております。

まず目的でございますけども、構成員が次に掲げる内容に関する情報を共有して、意

見を交換するということで、協定書のほうにも書いておりますけども、二次対策工事実

施期間中の掘削等による周辺環境への影響確認。２点目が、一次対策工事、二次対策工

事の有効性の確認ということでございます。

２番目の構成でございますけども、周辺７自治会から各１名くらい、学識経験者３名

ぐらいということで、廃棄物、水、地質の各部門から１名ずつくらいということで考え

ております。あと市から２名、県から２名で計１４名ぐらい。出席できないときは、代

理出席も可とするということにしてはどうかなということでございます。

３番目の運営方法でございますが、まず（１）の議事の進め方ということで、委員長

とかいうのは設けずに、事務局が進行することにしてはどうかということです。調査結

果等の資料で報告をさせていただいて、意見交換を行うと。必要に応じて学識経験者の

出席をお願いして、専門的見地からの意見をいただく。公開でやる。今日の話し合いと

かを、もうちょっと人数を絞ったようなイメージでやって、必要に応じて時々、学識経

験者の方に入っていただくというような形を考えております。（２）開催時期ですが、定

期開催と臨時開催というのがございまして、定期開催は、水質等の結果が出る四半期に

一度ぐらいやると。臨時開催は、周辺環境等に不測の事態が発生したときなんかに開催

すると。あとまた工事の進捗を見ながらタイミングを見て開催するということでござい

ます。（３）傍聴者の取り扱いについては、傍聴者からの発言は受けないものとさせてい

ただきたい。（４）の構成員以外の学識経験者ということでございますが、今、上の構成

で書いている学識経験者は、これまでこの間９月までやっていただいた有害物調査検討

委員会の委員さんでない方というのを基本的に考えておりますけども、有害物調査検討

委員会の委員の方、これまでの経過等もよく御存じですので、必要に応じてその委員さ

んの御意見もお聞きしたいというふうに考えております。

事務局は、最終処分場特別対策室に置くと。
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設置時期は、二次対策工事の開始までに設置するということでどうかということでご

ざいます。

あとちょっと時間がございませんので、もう一点だけ、続いて説明をさせていただき

ますけども、実施計画の変更の案でございますけども、先ほどの部長の挨拶にもござい

ましたが、栗東市さんから意見いただきましたし、あと県の環境審議会でも１０月、１

１月と御審議いただいて、今、意見のほうの正式なやつを待っているような段階でござ

います。１０月２９日に県の環境審議会の廃棄物部会がありまして、そこで実施計画の

変更案の概要というやつをお示しさせていただいて、今もう既に県のホームページに載

っておるんですけども、その中で、掘削する廃棄物土の量を２３万５，０００立米とい

うふうに書いております。それから外へ出す廃棄物の量７万立米と書いております。こ

れについて、ちょっとまた一部の方から、前、住民さんにお示しした中では２５万掘っ

て６万３，０００出すというふうに書いといたのとちょっと違うやないかというような

御質問をいただいております。これにつきましては、前、２５万で６万３，０００と言

うてから掘削方法とかをもうちょっと検討しまして、ちょっと数字が変わったというこ

とで、この１０月２９日時点のやつで２３万５，０００掘って７万出すということでし

たので、その数字を出させていただいたということでございます。これ実際は、掘削し

てみたら状況が想定していたのと違うというのが通常のことでございますので、それは

様子を見ながら、またこの連絡協議会にも報告して御意見いただいて、意見を交わしな

がら進めていくということになりますので、了解いただきたいと思います。

それと、もう一点、実施計画の案の中では、工事完了後２年間モニタリングして完了

するというような書き方をしておるんですけども、協定書とかこれまでの話し合いでは、

工事完了５年をめどに効果の確認をするというようなことで、５年と言っていたのに２

年って何やというような御質問もございましたけども、これは、国のほうの公式見解と

いうか、国のほうとしては工事が終わってから２年間で効果が出るはずということでご

ざいます。２年間しか要は特措法の対象にしていただけないというようなことがござい

ますので、そこで決してもう終わりとかいうことではなく、皆さんとお約束させていた

だいたように５年間を目途に効果を確認して、しっかり最後まで責任持ってさせていた

だくということでございますので、それも御了解いただきたいと思います。

以上の点、今の点と連絡協議会のやつにつきましては、あまり時間がございませんけ

ども、御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。

住民：何点かあるんだけど、まず最初の問題でこの構成は周辺７自治会各１名になってい

ますよね。今、各自治会２名以上は来ているという状況なんだけど、この１名というこ

とになると、どうしても住民側の発言力がそがれる、しかも構成のほうで県は２名にな

っていてかつ運営議事は事務局が進行するってなっていますから、県は２名プラスアル

ファの体制でいるということになりますよね。そうすると、どうしても県が報告をする

会になってしまうんではないか、協議するんではなくて、そういうことを危惧するんだ

けど、それについてのお考えはいかがでしょうかというのをまずお聞きしたいです。

管理監：私たちは委員構成という形で、ちょっと梶山先生とかがまずこの点について、委
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員会でも言っておられたので、そちらの町田市さんの委員構成であるとか、あと豊島さ

んでやってられるのをたまたま自治会ごとに１という形になっていたので、単純に入れ

させてもらっただけで、１名にこだわる部分でもございませんし、逆にいろんな形で各

２名ずつという形のほうがいいという形であれば、これはもう最初、部長が申しました

ようにあくまでも一通りの案として出しただけですので、そういう意見でしたら２名と

いう形にも変えさせていただきたいとは思います。

住民：次の問題なんですけど、学識経験者の立場なんですけども、この協議会というのは、

自治会と行政、特に県と自治会の協議であって、それに対して助言を行う、あるいは専

門的な質問に対して、専門家として答えてくれるという立場で、これまで協議は行われ

てきたと思うんですけども、今回のパターンだと、学識経験者もこれ、構成の対等なメ

ンバーに入っていますよね。これはなぜですか。

管理監：開催時期で定期開催と臨時開催がありますので、場合によっては学識経験者抜き

でというパターンでやる場合もあると思うんですけども、いわゆる同じメンバーの中に

入っていただいて、県が報告したことについて、学識経験者の立場から県に質問したこ

とについて、またうちが答えてまたそれについてまた各自治会の方がいろんな意見を言

うというような形で、前ですと、あくまで委員会は委員会だけで学識だけの場という形

で、前は位置づけていたんですけども、今度はもうざっくばらんにそういう意味での学

識経験者の方も入ってやるというほうがいいんではないかなというふうに思ったんです

けども。

住民：さっきの一番目の問題にかかわるんだけど、学識経験者の方に来ていただくに謝礼

は県から出るわけですよね。そうすると、学識経験者の方は、どっちかというと県側の

意見になるし、すり合わせも県とされているんじゃないかということを危惧するわけで

すよ。それは対等なメンバーで入ってくる、しかも３名も入ってくることに対しては、

若干、危惧はありますので、この学識経験者の位置づけについては、やっぱり住民と対

等ではなくて、違う形での位置づけで構成をしたほうがいいんじゃないかなというのが

２点目です。

３点目の質問ですけども、これは○○さんに聞きたいんだけども、二次対策工事に対

する協定書に基づいてつくるこの協議会に、二次対策の協定書を結んでない自治会が入

るということに対して、ちょっと戸惑いを感じるんですけどね、その辺、○○さん、ど

のようにお考えですか。

住民：協定書ですけど、あのとき納得できなかったので合意いたしませんというふうにな

ったので、協定書に関しては、○○、私も含めて内容的には意見をいろいろ言わせてい

ただいて進めていきました。最終的には、その内容が処分場の中の有害物とか処分場の

中の諸々が十分除去できないということもあって、「納得しませんよ、合意しませんよ」

ということになっています。今回、○○除いて６自治会の皆さんと県とが協定を結んだ

と。これは十分承知していますし、先ほど言いましたように中身の内容も検討させてい
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ただいております。＊＊＊＊＊＊＊＊も検討いたしました。ということで、十分、承知

しておりますし、他の６自治会と県の協定に関しては、私としては尊重していますし、

それがそれに対してどうこう言うつもりは全くありません。

住民：いや、そういうことじゃなくて、この連絡協議会に他の６自治会と同じ立場で加え

てほしいという意向なのかどうかをお聞きしたいです。

住民：いや、それは私からどうこう言う、県のほうが判断して○○さん、出てきてくださ

いと言うんだったら出ていきます。

住民：そうなんですか。ということは、二次対策工事に対する協定書を結んでいる自治会

と結んでいない自治会も対等の立場でここは協議する場というふうに構成されているわ

けですね、県は。それは、県は○○さんのその立場を聞いた上で考えてらっしゃると。

管理監：我々が考えておりますのは目的で、掘削等による周辺環境の影響確認という形で、

これまでから影響のある方あるいはこれまでからの経緯でもって７自治会の方がこうい

うような形で話し合いをしていただいたということでございますので、二次対策工事で

どういう方向に進んでいるかというような御説明は、やはり○○さんにもすべきかなと、

あるいはそれについての周辺環境の支障とかいう部分で、何かがあれば当然、この場で

言ってもらうほうがいいのではないかなというふうに思っています。

当然、ただ、この目的の中に書いておりますように、あくまでも二次対策工事の協定

書に基づいて行う工事でございますので、二次対策工事の是非とかいう部分について、

ここで議論するものではないので、あくまでも二次対策工事をしている中で、いろんな

周辺への影響とか数値とかというような動きとかは、やっぱり○○自治会さんも知って

もらう必要があるんじゃないかなという意味で、周辺７自治会というふうにとりあえず

は入れさせていただいたというのが、我々の。

住民：県側の立場はそう答えざるを得ないことは承知していますけれども、やはり我々と

しては責任を持ってサインした自治会としては、釈然としないものが残ります、正直な

ところ。もし○○さんが入るならば、○○さんと県の間で、今おっしゃったように二次

対策工事に関しては、協力していくんだと、今後。それに対するやっぱり何らかの約束

を取り交わしてもらわないと、我々は何であれだけ議論してサインしたのかっていうこ

とがよくわかりませんので、それはしっかりやっていただいた上で参加するのが筋だし、

もしそうじゃないなら○○さんはオブザーバー参加なりあるいは別協議というふうにし

なければ、やはり社会的な筋が通らないと私は思います。その辺の御検討をお願いいた

します。

それと、次の問題なんですけれども、学識経験者の話なんですけども、これいわゆる

自然科学の専門家という形で加わっているんだけども、それだけでいいんだろうかって

いう気が私は若干するんです。せっかく嘉田知事がいる滋賀県ですから、やっぱりこう

いう問題を社会的に解決していくという立場で、問題に加わってくださる、特に跡地利
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用の問題とかそういった問題も出てくるわけですから、できたら環境社会学の人がいて

もいいかなと私は思いますけども、社会科学的あるいは法律的な問題、それも出てくる

だろうと思いますから、環境社会学者あるいは環境法学者、そういう人たちに入ってい

ただく、あるいはさっきの構成以外の学識経験者の中に、有害物調査検討委員会の元委

員という形ではなくて、環境社会学なり環境法学の専門家も想定されたらどうなのなと

いうふうに思います。

さらに、この開催は、これまでどおり栗東市内でやっていただけるんでしょうか、と

いうことを確認したいんですけれど。

管理監：今、幾つか言っていただいた分については、今日はそういう意味で皆さんのいろ

いろな御要望を聞いて、また修正をしたもので次回にと思っておりますので、そこら辺

について、今、おっしゃっていただいた部分については、十分、我々のほうで検討して、

また次回ではそのお答えをさせていただきたいと思います。はっきり答えられるのは、

場所はここでやるつもりを、ここ言うたら＊＊ですが、市内でやらせていただきたいと

思っております。

住民：すると、それだったら多分、やっていただけるとは思っていますけども、記録、そ

れから公開の方法、毎回、これ議事録つくっていただいていますけども、それについて

の言明があったほうが安心かなと思います。

管理監：すみません、抜けておりました。

基本的に、これは、公開でやりますし、当然、今のこの話し合いと同じような形で、

少し遅くなりますけども、ちゃんとホームページにもアップさせていただきます。

あと、時間がないんですけど、我々、皆さん方の意見を聞いて、さらに案を詰めて、

こんな骨子でどうですかというのをお示しして、それで一応、合意を得れば、基本的に

は我々の要綱みたいなあるいは設置要綱みたいなものをつくらせていただいて、それで

最終確認してもらうというふうに思っておりますので、もう時間がございませんが、こ

ういう点もこの中に十分考えておいてほしいというような御意見なり御要望等ございま

したら、今言っていただいたら、またうちのほうで持ち帰ってまた検討させてもらいま

すがいかがでございましょうか。

それでしたら、この点について、またお帰りになって、ちょっとあの点が抜けている

んちゃうかとか、こういう点も入れておいてほしいというのがございましたら、電話で

も結構ですし、この点についてうちのほうへ言っていただいたら、次回のときにはその

点をもう少し整理して、もう少し具体的な形で説明をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

司会：予定の時刻も過ぎましたので、このあたりで終わらせていただきたいと思います。

本日は、お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。


